
決算特別委員会会議記録 

 

決算特別委員長  大友 栄二    

 

１ 日 時 

   令和６年１０月２日（水） 午前１０時００分から 

                午後 ３時０７分まで 

 

２ 場 所 

   本会議場 

 

３ 出席した委員の氏名 

   大友栄二、小川克己、志村学、御手洗吉生、桝田貢、中野哲朗、宮成公一郎、 

   清田哲也、阿部長夫、太田正美、井上明夫、古手川正治、御手洗朋宏、成迫健児、 

   木田昇、原田孝司、玉田輝義、𠮷村哲彦、堤栄三、末宗秀雄、三浦由紀 

 

４ 欠席した委員の氏名 

な し 

 

５ 出席した委員外議員の氏名 

   木付親次、福崎智幸、佐藤之則  

 

６ 出席した執行部関係者の職・氏名 

   会計管理者 馬場真由美、代表監査委員 長谷尾雅通、 

監査委員事務局長 河野圭史、企業局長 高野信一、病院局長 井上敏郎 

ほか関係者 

 

７ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 

 

８ 会議の概要及び結果 

第９２号議案令和５年度大分県病院事業会計利益の処分及び決算の認定について、第

９３号議案令和５年度大分県電気事業会計利益の処分及び決算の認定について、第９４

号議案令和５年度大分県工業用水道事業会計利益の処分及び決算の認定について、第９

５号議案令和５年度大分県一般会計歳入歳出決算の認定について並びに第１０６号議案

令和５年度大分県用品調達特別会計歳入歳出決算の認定について審査を行った。 

 

９ その他必要な事項 

   な し 

 

 



１０ 担当書記 

議事課委員会班 主査       飛鷹真典 

   議事課委員会班 課長補佐（総括） 秋本昇二郎 

   議事課委員会班 主査       坂口泰弘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



決算特別委員会次第  

 
日時：令和６年１０月２日（水）１０：００～ 

場所：本会議場 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 企業局決算審査 

 （１）決算説明 

 （２）決算審査説明（代表監査委員） 

 （３）質疑・応答 

 （４）内部協議 

 

 

３ 病院局決算審査  

 （１）決算説明 

 （２）決算審査説明（代表監査委員） 

 （３）質疑・応答 

 （４）内部協議 

 

 

４ 一般会計及び特別会計決算審査 

 （１）決算概要説明（会計管理者） 

 （２）決算審査説明（代表監査委員） 

 （３）質疑・応答 

 

 

５ 部局別決算審査 

  （１）会計管理局 

      ①決算説明 

   ②質疑・応答 

   ③内部協議（上記４も含む） 

 （２）監査委員事務局 

      ①決算説明 

   ②質疑・応答 

   ③内部協議 

 

 

６ その他 

 

 

７ 閉 会 
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別 紙 

会議の概要及び結果 

大友委員長 ただいまから、決算特別委員会を

開きます。 

 第３回定例会において付託を受け、継続審査

となっている第９２号議案から第１０６号議案

までの１５件の決算議案の認定について、本日

から審査を行います。 

 審査に先立ち、決算審査の方針等について申

し上げます。 

 去る９月１３日の委員会において、本委員会

の運営要領を決定しました。決算審査の方針と

して（１）計数の確認、（２）収支の正否、（

３）財産管理の適否、（４）行政効果、（５）

必要な改善措置となっています。具体的な審査

については、先日お配りした決算審査のしおり

を参考にしてください。 

 次に、前年度の審査報告書に対する措置結果

についてですが、各部局審査の際に該当部局か

ら説明があるので、措置結果に対する質疑は各

部局審査の質疑とあわせてお願いします。 

 なお、執行部に対し資料の要求等がある場合

は、質疑とあわせて要求していただくようお願

いします。また、各部局の審査終了の都度、審

査における質疑等を基に審査報告書の検討を行

います。各委員においては、運営要領に従い円

滑な委員会運営に御協力をお願いします。  

 それでは、この際付託された議案を一括議題

とし、これより審査に入ります。 

 本日は、企業局及び病院局の公営企業会計の

審査並びに一般会計、特別会計に関する会計管

理者、監査委員からの概要説明及び会計管理局、

監査委員事務局の部局別審査を行います。 

 これより企業局関係の審査を行います。 

 執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔かつ明瞭にお願いします。 

 それでは、企業局長及び関係者の説明を求め

ます。 

高野企業局長 企業局長の高野です。委員の皆

様には、平素から電気事業、工業用水道事業の

運営に多大な御理解を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。初めに私から、企業局の経営概況につい

て御説明します。 

 タブレット資料１－１、企業局の経営概況（

令和５年度決算）の１ページをお開きください。

タブレット画面右下に青い通知が出たらタッチ

をお願いします。 

 まずは、電気事業会計から御説明します。 

 左上の１売電実績電力量の推移を御覧くださ

い。企業局では、１２の水力発電所と一つの太

陽光発電所で発電した電力を九州電力に供給し

ています。令和５年度の水力発電の売電実績電

力量は、赤色の折れ線の右端のとおり１億９，

５４０万７千キロワットアワーで、対前年度比

１０３．４％となっています。緑色の折れ線で

示している令和５年度の太陽光発電の売電実績

電力量は、右端のとおり１４４万３千キロワッ

トアワーで、対前年度比９５．３％となってい

ます。 

 その下、２電力料金収入の推移を御覧くださ

い。赤色の折れ線で示している令和５年度の水

力発電料金収入は、右端のとおり３１億３，９

００万円で、対前年度比１０３．１％となって

います。これは、前年度と比べ降水量が多かっ

たことによるものです。緑色の折れ線で示して

いる令和５年度の太陽光発電料金収入は、令和

４年度と同額の６，１００万円となっています。 

 右上の３、電力料金単価の推移を御覧くださ

い。①の水力発電所の単価については、九州電

力と２年ごとに契約更改をしており、令和５年

度は１キロワットアワー当たり１０円６３銭と

なっています。②の大野川発電所、③の松岡太

陽光発電所については、いずれも固定価格買取

制度、いわゆるＦＩＴ（フィット）の認定を受

けており、売電単価はそれぞれ１キロワットア

ワー当たり２４円、４０円となっています。 

 その下、４純利益の推移を御覧ください。令

和５年度の純利益は、右端のとおり５億１，８

００万円、対前年度比で５０.７％、金額で５

億３００万円の減となっています。これは、年
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間降水量の増加により電力料金収入が増えたも 

のの、発電所リニューアル事業に係る撤去工事

費用などの支出が大幅に増加したことによるも

のです。 

 次に、２ページをお開きください。工業用水

道事業会計について御説明します。 

 左上の１契約水量の推移を御覧ください。右

端のとおり、令和５年度末現在の契約水量は令

和４年度と同様、１日当たり５６万３千立方メ

ートルとなっています。 

 その下の２事業所数の推移ですが、右端のと

おり、令和５年度末現在、コンビナート企業群

などの４６の事業所と給水契約を結んでいます。 

右側の吹き出しに記載のとおり、工業用水道料

金は実使用量にかかわらず、契約水量の全量を

買い取っていただく責任水量制を採用していま

す。料金単価は１立方メートル当たり、第１種

が１５．８円、第２種が８．８円となっており、

全国平均の２２．９１円と比べて安価で提供し

ています。４６事業所のうち、契約水量の多い

事業所は、日本製鉄株式会社関連が１日当たり

２３万立方メートル、鶴崎共同動力株式会社関

連が１１万立方メートルなどとなっています。 

 右上の３純利益の推移を御覧ください。令和

５年度の純利益は、右端のとおり３億９，９０

０万円、対前年度比で１３７.６％、金額で１

億９００万円の増となっています。これは、電

力料金の低下により動力費が減少したことによ

るものです。 

 企業局の経営概況の説明は以上です。引き続

き、総務課長から決算等の詳細について御説明

するので、よろしくお願いします。 

三好総務課長 それでは、第９３号議案令和５

年度大分県電気事業会計利益の処分及び決算の

認定について並びに第９４号議案令和５年度大

分県工業用水道事業会計利益の処分及び決算の

認定について御説明します。 

 タブレット資料１令和５年度大分県公営企業

会計決算書の１６ページをお開きください。 

 初めに、電気事業会計について御説明します。 

 表の（２）事業収入に関する事項を御覧くだ

さい。当年度の事業収入の合計は、当年度欄の

一番下のとおり３３億８，６９１万４，８２１

円で、その二つ右の比較増減欄に示していると

おり、前年度に比べ６，８７４万４，７２８円

の増となっています。主な増減理由について説

明します。当年度欄の一番上の営業収益は３２

億８，０９５万３３７円で、前年度に比べ９，

６２０万１，５３１円の増となっています。こ

れは、前年度よりも降水量が多く、水力発電量

が増加したことなどによるものです。また、事

業外収益は３，８７２万３４０円で、前年度に

比べ４，７７７万５，２９０円の減となってい

ます。これは、企業局で退職した職員の退職手

当に係る知事部局負担金の減などによるもので

す。 

 次に、（３）事業費に関する事項を御覧くだ

さい。当年度の支出である事業費の合計は、当

年度欄の一番下のとおり２８億６，９０４万９，

７０３円で、前年度に比べ５億７，２３１万１，

４９９円の増となっています。主な増加理由に

ついて説明します。当年度欄の一番上の営業費

用は２３億６，７６５万３，０５７円で、前年

度に比べ２億８，２７０万７，４４７円の増と

なっています。主な増加理由としては、その二

つ下の修繕費が水力発電所で定期的に行う大規

模修繕工事、いわゆるオーバーホール工事の費

用を前もって貯めておく特別修繕引当金の引当

額が増加したことなどにより、前年度に比べ１

億３，０２６万８，４９８円の増となっていま

す。その二つ下の委託費は、桑原発電所の耐震

性能照査委託を行ったことなどにより、前年度

に比べ６，６６１万２，７７５円の増となって

います。その下の交付金は、大野川発電所リニ

ューアル事業の完成などにより、固有資産等所

在市町村交付金が、前年度に比べ１億１，６０

３万１，７００円の増となっています。また、

特別損失は４億６，６６７万６，６４８円で、

芹川第一発電所リニューアル事業に伴う設備の

撤去などにより２億９，９２３万１，７１７円

の増となっています。 

 一番下の表、差引収支の欄にあるように、当

年度の電気事業の純利益は５億１，７８６万５，

１１８円となり、前年度に比べ５億３５６万６，
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７７１円の減となっています。 

 次に、２２ページをお開きください。 

 ただいま御説明した収益及び費用の状況を損

益計算書の形にしたものです。１の営業収益か

ら２の営業費用を差し引いた営業利益は、右端

の列の中ほど９億１，３２９万７，２８０円と

なっています。このほか、３の財務収益と４の

事業外収益から５の財務費用と６の事業外費用

を差し引いた収支は、右端の列の上から２段目、

５，２４２万３，２６６円となり、営業利益に

これを加算した経常利益はその下、９億６，５

７２万５４６円となっています。７の特別利益

から８の特別損失を差し引いた収支は右端の列

の上から４段目、マイナス４億４，７８５万５，

４２８円で、経常利益からこれを差し引いた収

支はその下、５億１，７８６万５，１１８円と

なり、これが当年度の純利益となります。 

その下、前年度繰越利益剰余金４億３，５６４

万７，８３８円とその下、その他未処分利益剰

余金変動額４億２，４３６万１，０６５円を当

年度純利益に加算した当年度未処分利益剰余金 

は右端の列の一番下、１３億７，７８７万４，

０２１円となっています。 

 次に、２６ページをお開きください。 

 当年度未処分利益剰余金の処分案について御

説明します。表の右端の列、未処分利益剰余金 

１３億７，７８７万４，０２１円のうち、その

二つ下、４億９，５５０万６，０５３円を今年

度の企業債償還のための減債積立金に、その下、

２，２３５万９，０６５円を今後の改修費用等

のための建設改良積立金にそれぞれ積み立てた

いと考えています。 

 次に、２８ページをお開きください。 

 貸借対照表について御説明します。左側、資

産の部の１固定資産ですが、発電所の施設や送

電線などの設備に関する（１）電気事業固定資

産などで、固定資産合計は右端の列の一番上、 

２３９億２，２１９万８，０４０円となってい

ます。 

 ２の流動資産は現金預金、電力料金等の未収

金などで、流動資産合計は右端の列の下から２

段目の６８億２，２７４万９，０３６円となっ

ています。固定資産と流動資産の資産合計はそ

の下、３０７億４，４９４万７，０７６円とな

っています。 

 次に、２９ページの負債の部及び資本の部で

す。負債の部の３固定負債ですが、これは企業

債及び引当金で、固定負債合計は右端の列の一

番上、１１５億１，３０６万１，３５５円とな

っています。 

 ４の流動負債は、令和６年度中に償還予定の

企業債や工事代金等の未払金などで、流動負債

合計は、右端の列の上から２段目、１６億８４

５万４，６５９円となっています。 

 これらに右端の列の上から３段目、５の繰延

収益１億４，２７１万８，７１６円を加算した

負債合計はその下、１３２億６，４２３万４，

７３０円となっています。 

 次に資本の部についてですが、６の資本金及

び７の剰余金を加算した資本合計は、右端の列

の下から２段目、１７４億８，０７１万２，３

４６円で、これに負債合計を加算した負債資本

合計はその下、３０７億４，４９４万７，０７

６円となり、前ページの資産合計と一致してい

ます。 

 以上で電気事業会計の説明を終わります。 

 続いて、工業用水道事業会計について御説明

します。 

 ６７ページをお開きください。 

 ３の（２）事業収入に関する事項を御覧くだ

さい。当年度の事業収入の合計は、当年度欄の

一番下のとおり２２億８，１７７万８，０５２

円で、前年度に比べ１，４９９万７，１８９円

の増となっています。主な理由について説明し

ます。当年度欄の一番上の営業収益は２０億７，

３１０万７，４１５円で、前年度に比べ３，１

７７万９，２０４円の増となっています。これ

は、契約水量の増等によるものです。表の中ほ

どの営業外収益は２億８６７万６３７円で、１，

６７８万２，０１５円の減となっています。こ

れは、企業局で退職した職員の退職手当に係る

知事部局負担金の減などによるものです。 

 次に、（３）事業費に関する事項を御覧くだ

さい。 
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 当年度の支出である事業費の合計は、当年度

欄の一番下のとおり１８億８，２５５万２，３

１１円で、前年度に比べ９，４２７万２，４７

３円の減となっています。主な理由について説

明します。一番上の営業費用は１８億６，９６

６万３，００３円で、前年度に比べ９，１０６

万７８７円の減となっています。主な減少理由

としては、職員給与費が退職給付金引当の減少

などにより、前年度に比べ４，２３１万６，８

０５円の減となっています。その二つ下の動力

費は電力料金の低下により、前年度に比べ３，

９００万４，４３７円の減となっています。 

 一番下の表、差引収支の欄にあるように、当

年度の工業用水道事業の純利益は３億９，９２

２万５，７４１円となり、前年度に比べ１億９

２６万９，６６２円の増となっています。 

 次に、７４ページをお開きください。 

 ただいま御説明した収益及び費用の状況を損

益計算書の形にしたものです。 

 １の営業収益から２の営業費用を差し引いた

営業利益は右端の列の中ほど２億３４４万４，

４１２円となっています。 

 ３の営業外収益から４の営業外費用を差し引

いた収支は、右端の列の上から２段目、１億９，

５７８万１，３２９円となり、営業利益にこの

額を加算した経常利益はその下、３億９，９２

２万５，７４１円となっています。特別利益及

び特別損失はないので、経常利益がそのまま当

年度の純利益となります。その下、前年度繰越

利益剰余金３億２，７０７万２，０５１円とそ

の下、その他未処分利益剰余金変動額１億２，

６８８万７，０７８円を当年度純利益に加算し

た当年度未処分利益剰余金は右端の列の一番下、

８億５，３１８万４，８７０円となっています。 

 次に、７８ページをお開きください。 

 当年度未処分利益剰余金の処分案について御

説明します。表の右端の列、未処分利益剰余金 

８億５，３１８万４，８７０円のうち、その二

つ下、８，４３５万８，４５５円を今年度の企

業債償還のための減債積立金に、その下、３億

１，４８６万７，２８６円を今後の改修費用 

等のための建設改良積立金にそれぞれ積み立て

たいと考えています。 

 次に、８０ページをお開きください。 

 貸借対照表について御説明します。左側、資

産の部の１固定資産ですが、施設や送水管、配

水管などの設備に関する（１）有形固定資産な

どで、固定資産合計は右端の列の一番上、１７

５億６，２７９万３，７４４円となっています。 

 ２の流動資産は現金預金、水道料金等の未収

金などで、流動資産合計は右端の列の下から２

段目の６８億６，８９０万７，５６６円となっ

ています。固定資産と流動資産の資産合計はそ

の下、２４４億３，１７０万１，３１０円とな

っています。 

 次に、８１ページの負債の部と資本の部です。 

 負債の部の３固定負債ですが、これは企業債

及び引当金で、固定負債合計は右端の列の一番

上、１５億４，８２９万２５６円となっていま

す。 

 ４の流動負債は、令和６年度中に償還予定の

企業債や工事代金等の未払金などで、流動負債

合計は右端の列の上から２段目、６億６，９５

１万９，６９９円となっています。 

 これらに右端の列の上から３段目、５の繰延

収益２６億７，０２３万８４５円を加算した負

債合計はその下、４８億８，８０４万８００円

となっています。 

 次に、資本の部についてですが、６の資本金

及び７の剰余金を加算した資本合計は右端の列

の下から２段目、１９５億４，３６６万５１０

円で、これに負債合計を加算した負債資本合計

はその下、２４４億３，１７０万１，３１０円

となり、前ページの資産合計と一致しています。 

大友委員長 次に、決算審査の結果について監

査委員の説明を求めます。 

長谷尾代表監査委員 令和５年度大分県電気事

業会計及び工業用水道事業会計決算に係る審査

意見について、監査委員を代表して説明します。 

 資料番号４番、令和５年度大分県公営企業会

計決算審査意見書の３ページをお開きください。 

 この意見書は、地方公営企業法第３０条第２

項の規定に基づき、本年６月７日に知事から監

査委員の審査に付された各事業会計の決算につ
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いて審査を行い、その結果を８月５日に知事に

提出したものです。    

 ７ページをお開きください。 

 まず、第１審査の概要ですが、各事業会計の

決算に係る審査は、大分県監査委員監査基準に

準拠し実施しました。 

 ２審査の方法ですが、決算及び関係書類につ

いて、総勘定元帳や会計伝票等証拠書類との照

合を行うとともに、定期監査及び例月出納検査

等の結果を踏まえて慎重に審査しました。 

 ３審査の主眼ですが、各事業が常に企業の経

済性を発揮しているか、公共の福祉を増進する

ように運営されているかなどについて、記載の

３点に主眼を置き、審査を行いました。 

 次に、第２審査の結果です。各事業会計の決

算書その他決算関係書類は、さきほど説明した

方法により審査した限りにおいて法令に適合し、

かつ正確であることが認められました。また、

予算の執行、収益、費用及び財産に係る事務に

ついては、おおむね適正に処理されていると認

められました。 

 次に、各事業会計決算の審査意見について説

明します。 

 まず、電気事業会計についてです。２７ペー

ジをお開きください。 

 １審査意見の（１）経営成績及び財政状態で

すが、電気事業は再生可能エネルギー固定買取

制度（ＦＩＴ）が適用される大野川発電所の売

電実績が前年を若干上回ったこと等により、営

業収益が微増したものの、修繕費などの営業費

用の増加や芹川発電所リニューアル事業等に伴

う固定資産除却損等により、純利益は前年度と

比べると半減しています。大きく減益となって

いますが、これは将来の収入増を見越した積極

的な投資によるもので、安定した経営を維持し

ています。また、短期・長期の財務の安全性も

保たれていることから、経営成績、財政状態と

もにおおむね健全であると考えられます。 

 次に、（２）総合意見ですが、大分県企業局

経営戦略及びアクションプランに基づく取組が

進められましたが、今後とも、芹川発電所等の

リニューアル事業によりＦＩＴ等認定施設を拡

大し、収益力向上を着実に図ることが重要です。 

また、現在の電力受給契約の基となる九州電力

株式会社との長期基本契約が令和７年度末で終

了することを踏まえ、一般競争入札等による売

電契約への移行に万全を期することが必要です。 

さらに、発電所及び送電施設等の地震・風水害

対策の強化や老朽化した施設の長寿命化工事等

の計画的な実施が求められます。これらの取組

を着実に実施し、引き続き安定的なサービスの

提供に努めるよう要請しました。 

 電気事業会計決算に係る審査意見については

以上のとおりです。 

 次に、工業用水道事業会計について説明しま

す。４３ページをお開きください。 

 １審査意見の（１）経営成績及び財政状態で

すが、工業用水道事業は責任水量制による安定

した料金収入に支えられ、良好な経営を維持し

ており、短期・長期の財務の安全性も保たれて

いることから、経営成績、財政状態ともに、お

おむね健全であると考えられます。 

 続いて、（２）総合意見ですが、大分県企業

局経営戦略及びアクションプランに基づく取組

が進められましたが、事業開始から６０年以上

が経過し、管路等設備の老朽化が進んでいるこ

とから、隧道の点検及び補修を効率的・計画的

に行っています。一方、経営成績を見ると、電

力料金の低下により動力費が減少したことなど

により、前年度より純利益が増加しました。し

かしながら、不安定な世界情勢が続いているこ

とから、引き続きエネルギー事情などの経済動

向を注視する必要があります。加えて、今後、

多額な施設・設備の更新が予定されていること

から、より一層のコスト削減や設備更新時の省

エネ機器導入等の検討が必要です。 

 これらの取組を着実に実施し、引き続き安定

的なサービスの提供に努めるよう要請しました。 

 工業用水道事業会計決算の審査意見について

は、以上のとおりです。 

大友委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入りますが、本日以降の本委

員会での質疑の順序について確認します。 

最初に事前通告をした委員、次に事前通告な
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しの委員、最後に事前通告をした委員外議員の

順に質疑を行います。事前通告なしの委員外議

員については、進行状況等を勘案しながら指名

するので、あらかじめ御了承願います。 

 発言は挙手し、私から指名を受けた後、自席

で起立しマイクを立てて行ってください。 

質疑は付託された決算議案に対する質疑にと

どめるとともに、説明資料におけるページ及び

事業名などを明らかにしてください。 

 質疑は関連質疑も含め一人５分以内で、再質

疑は２回までとなっているので要点を簡潔にお

願いします。なお、質疑に対する執行部の回答

が要領を得ない場合や、執行部からの質疑内容

の確認に対する委員等の回答については再質疑

とみなしませんので御了承願います。 

 また、委員外議員の関連質疑は、委員の質疑

終了後に別途お願します。 

 執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し私から指名を受けた後、自席で起立の上マイ

クを使用し簡潔かつ明瞭に答弁願います。  

 事前通告が２名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。 

堤委員 まず１点目、電気事業会計ですが、松

岡太陽光発電事業の売電実績電力量が対前年度

比９５．３％となっています。これは天気の関

係が大きいのかなと思うけれども、その関係は

どうなのかと。また、九州電力が今、売電規制

等を行っていますが、その影響はあるのか。 

 次に、工業用水道事業の関係で今後、資材費

高騰とか人件費引上げ等の経費が増えると見込

まれますが、その対策としてどうなのかと。さ

らに、それに基づいた単価の見直しも考えてい

るのかお聞きます。 

 最後に、企業局として、今後の経営方針とし

ての脱炭素化との関わりの方針はどうなってい

るのか、以上３点お伺いします。 

津末工務課長 松岡太陽光発電の売電実績電力

量についてお答えします。 

 令和５年度の売電実績電力量が前年度から減

少した主な原因ですが、日照時間等は前年度に

比べるとそこまで短いことはなく、私どもは令

和５年度の出力制御――電力の需要と供給のバ

ランスを保つために、一般送配電事業者からの

指令により各発電所が出力を制御するものです

が、この回数が令和５年度は４０回あり、令和

４年度の２９回に比べて増加したことだと考え

ています。出力制御の４０回には、制御された

分の料金が補填される代理制御相当分の１２回

が含まれているので、実際の企業局が本来行う

べき出力制御は２８回となります。なお、売電

実績電力量は建設当時に計画した年間の予定電

力量を９％ほど上回っているので、事業への影

響はないものと考えています。 

三好総務課長 私から２点目、３点目について

お答えします。 

 まず、２点目の工業用水道事業の物価高騰等

の対策及び料金単価の見直しについてお答えし

ます。近年の物価高騰による費用の増加に伴い、

その対策として、令和５年度末に経営戦略アク

ションプランの見直しを行いました。見直しに

あたり、今後の資材費や労務費の上昇を見込む

とともに、事業計画の精査、検討を行うことで

利益が確保できる見込みとなっています。なお、

現時点においても想定の範囲内で推移している

ため、事業に影響は出ていません。今後も事業

計画の見直しや新技術の活用など、創意工夫し、

費用の削減に努めていくこととしており、現時

点で工業用水の単価を見直すことは考えていま

せん。引き続き、今後の物価上昇の動向や事業

の収支への影響を注視します。 

 次に、脱炭素化の方針についてです。企業局

では、経営戦略においてグリーン社会の実現に

向けた電力の安定供給を掲げ、再生可能エネル

ギーの導入拡大にもつながる発電所リニューア

ルを計画的に進めています。また、脱炭素化も

含めた新たな事業展開に向けて、先進事例の収

集や視察等を行っています。今年度からは、新

たに事業性検討会を設置し、水力発電所の発電

電力量のアップ等に向けて検討を進めています。 

堤委員 一つ、太陽光発電の関係で、さきほど

ちょっと言葉が聞き取れなかったんだけれども、

４０回から実質的には２８回と。何の制度があ

ってそうなったのかが一つと、出力規制によっ

て売上げにどれぐらい影響があるのかな。全体



- 7 - 

的な流れとすれば影響はなかったという話だけ

れども、その出力規制における売上げの減少に

ついて聞かせてください。 

 それと、工業用水道事業の関係では、事業計

画やアクションプラン等でいろいろやっている。

ただ、今回の場合には、かなり経費の増加が大

きいよね。当然、資材費とか人件費、人件費が

一番大きいのかな。それによって、経費をいく

ら削減したとしても当然経費は上がるわけだか

ら、そうなると利益率は下がってくると思うよ

ね。それの対策は、何か内部留保を取り崩して

やるのかなというのが一つ。 

 それともう一つ、地域貢献は何年か前から工

業用水道事業の場合なくなったよね。今後、ど

ういう方向で考えているのかと。電気事業の場

合にはあるけど、工業用水道事業は何年か前に

なくなっているから、それの方向性を聞かせて

ください。 

津末工務課長 代理制御についてですが、この

制度は出力制御を行うにあたり、一般送配電事

業者がオンラインで直接出力の制御をできる発

電所、それから一般送配電事業者が直接オンラ

インでは制御できない、いわゆるオフラインの

事業者があります。企業局の場合は令和３年度

末に設備を改修して、オンライン制御の事業者、

つまり一般送配電事業者が直接私どもの松岡太

陽光発電所を制御できるようにしています。代

理制御では、公平に各発電所で出力の調整を行

いますが、この場合に直接制御できないところ

は、我々も令和３年度以前がそうでしたが、一

般送配電事業者からの指示があれば、その日の

朝に現場に行って設備を切ると。また夕方にな

って設備を入れるということをやっていました。

この代理制御という制度ができて、送配電事業

者から直接コントロールできない発電所に代わ

って、直接コントロールできる私どものような

発電所の方で制御を代わりに行うと。その代わ

りに当然、制御を行った分は発電は減りますが、

本来得られた収入についてはきちんと後ほど補

填をする制度になっています。 

 それから、実際の減少額ですが、出力制御を

行った前後の天候状況から類推することしかで

きませんが、令和５年度は１回当たり１６万円

ほどの減収だろうと私どもは試算しています。

それが２８回あったので、金額的には約４４０

万円が、この出力制御によって減収したものと

考えています。 

三好総務課長 工業用水道事業について、物価

高騰等によって今後、内部留保等を使用してい

くのかという御質疑が１点です。そのことです

が今後、委員が御指摘のように物価高騰等で工

事費等が高騰していくことも考えられますが、

その場合、これまで黒字を確保しているので、

もし当年度の収支で赤字が出る場合があれば、

内部留保の資金等を活用していくことになると

考えています。 

 次に、工業用水道事業の地域貢献ということ

で、これまで工業用水道事業については、県政

貢献として一般会計に１億円ほど繰出しをして

いたところですが、工業用水道事業の設備がか

なり老朽化しており、これから多額の経費が見

込まれるので、今はその１億円は繰出しをして

いない状況です。当面は、収支状況を考えると

繰出しはなかなか難しいと考えています。 

堤委員 最後に、工業用水道事業の単価、全国

平均が２２．９１円だよね。大分県の第１種、

第２種と全国平均の差は非常に大きいんですよ

ね。全国平均と大分県の料金単価の差はどこか

ら出ているんですか。 

三好総務課長 全国平均との差ですが、大分県

がかなり安いということで、大分県の場合は河

川の表流水を活用している状況で、他県よりも

工業用水の設備等に係る費用が少ない状況があ

ろうかと思います。そういった面で、大分県は

割安の単価が設定できていると考えています。 

木田委員 質疑通告していましたが、今の堤委

員の質疑で回答があり、工業用水道事業会計の

県政貢献の取組再開の見通しについては当面難

しいことで今承りましたので、それに関連して

質疑します。 

 動力費ですね、これがかなり会計を圧迫して

いる状況ではないかと思います。今後も、電気

代は上昇が見込まれると思いますが、動力費節

減という手法は今後あるのか、もう上がってい
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くものはしようがないのか、その辺の工夫は考

えているのかお聞かせください。 

津末工務課長 工業用水道事業の場合には、送

水であったり揚水――河川から水をくみ上げた

り、それを企業に送るポンプの動力費が非常に

高額になります。そのため、今後、ポンプの更

新をする際には、例えばインバーター式である

とか、なるべく電力の消費が少ないものを導入

していきたいと考えています。ただ、現在のポ

ンプは特に更新時期に来ているわけでもなく、

早々に更新をすることは考えていないので、何

とかほかの費用の縮減等を図りながら対応した

いと考えています。 

木田委員 電気事業では発電、売電しながら、

工業用水道事業では、高く電気を買うという、

何か非常にもどかしい状況になっていると思う

ので、何かその辺のギャップを埋められること

ができればと話をしました。本県も人口減少の

中で、これまで工業用水道事業にしろ電気事業

にしろ、貴重な財源をこれまでとても多く生み

出してきたと思うので、是非とも今後も県政貢

献というか、一般会計に多く繰出しできる経営

環境を頑張っていただきたいと思います。 

大友委員長 それでは、事前通告されていない

委員で質疑はありませんか。 

阿部委員 太陽光発電で質疑します。松岡の発

電所はいつから発電を開始しているのかと、規

模ですね。 

 それともう一点、これは４０円で契約してい

るようですから、３０日ルールが適用されると

思うけれども、後発の人は抑制無制限というル

ールがあるんですね。そういう中で、４０回と

さきほど言われましたけど、４０回停止をした

理由。そして、補填したのはその差額だと思う

んですけれども、その根拠。それから曖昧なと

ころはないのか、本当に３０日ルールがしっか

りと守られているのか、ここら辺は検証してい

るのか。ここら辺を教えてください。 

津末工務課長 まず、松岡太陽光発電所は平成

２５年７月から発電を開始しています。出力規

模ですが、最大出力１，３６２キロワットです。 

 それから、松岡太陽光発電所も３０日ルール

の適用発電所になっています。私どもが実際に

出力制御を受けた回数は４０回で、九州電力送

配電株式会社も、そこは公平さを担保するとホ

ームページ等にもその結果を公開しているし、

そのほか、我々への補填金額等も検証しながら、

さきほど申した１２回程度ということで確認し

ているので、差引きして３０日のアッパーに対

して、令和５年度については２８回で検証して

います。 

阿部委員 １，３６２キロワットの発電規模の

ようですけれども、約５，７００万円という発

電量について、これが妥当かはどうでしょうか、

そこら辺はどう考えていますかね。もう少し収

入があってもいいのではないかと思うんです。

過去から見ると、そんなに変動がないようです

が、これだけの規模でそれぐらいしか発電して

いないのかなと思うんですけど、そこら辺はど

う考えていますか。 

津末工務課長 実績がどうかということですが、

私どもが松岡太陽光発電所建設計画を行うにあ

たり、その発電電力量の推定値、これは日本産

業規格（ＪＩＳ）で定められているものがあり

ますが、こちらの算定式で大分県の日射量等を

入れながら算定した年間の予定電力量が１３２

万４千キロワットアワーという数字になってい

ます。これを基に計画を立てましたが、実績と

して令和５年度で１４４万２，６８０キロワッ

トアワーで、計画段階での想定電力量を９％上

回っており、メンテナンス等もやりながらです

が、きちんと発電ができていると認識していま

す。 

阿部委員 最後ですが、これは管理会社が入っ

ているんですか。この県の太陽光発電事業所に

管理会社が入って、管理会社はどのような管理

をして、県に対してどのような報告をしている

のか。発電量がどうも少ない気がしています。

ですから、管理会社が入っているのか、そこら

辺を最後に教えてください。 

津末工務課長 松岡太陽光発電所の基本的な日

常管理は、企業局の職員が直営で行っています。

５年に１度、保安規定等でパネル等の出力の特

性とかを確認する際には、入札をかけて業者に
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発注をして行っています。そちらの報告でも特

に大きな異常はないということで、ただ、やっ

ぱり汚れとか初期のちょっとした、恐らく製造

のばらつきによるものだと思いますが、そうい

ったもので少し出力が低下ぎみのもの等につい

ては、パネルの交換等で対応していくことにな

ると考えています。 

大友委員長 ほかに委員で質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

大友委員長 委員外議員で質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

大友委員長 それでは本日の質疑等を踏まえ、

全体を通して委員から、ほかに何か質疑はあり

ませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

大友委員長 ほかにないので、これで質疑を終

了します。 

 これをもって企業局関係の審査を終わります。

執行部はお疲れ様でした。 

 これより内部協議に入るので、委員はお残り

ください。 

 

  〔監査委員、企業局、委員外議員退室〕 

 

大友委員長 これより内部協議に入ります。 

 さきほどの企業局の審査における質疑等を踏

まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと思い

ますが、特に指摘事項や来年度予算へ反映させ

るべき意見や要望事項等があればお願いします。 

堤委員 さきほどの工業用水道事業の売水単価

の関係だけど、全国平均が２２．９１円で、大

分県では第１種で１５．８円、第２種が８．８

円でしょう。これは表面水を吸っていて設備投

資に費用がかからないという説明があったけれ

ども、ちょっとやっぱり開きが大きいと思うん

ですわ。そういう点では、単価をもう一遍、重

々検討してみるべき時期ではないのかと。物価

高騰もあるから、そういう点を是非検討してい

ただければと思います。 

大友委員長 ほかにありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

大友委員 それでは、ただいま委員からいただ

いた御意見、御要望及び本日の審査における質

疑を踏まえ、審査報告書案として取りまとめた

いと思います。 

 詳細については委員長に御一任いただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

大友委員長 それでは、そのようにします。 

 以上で企業局関係の審査報告書の検討を終わ

ります。 

 暫時休憩します。 

午前１０時５８分休憩 
――――――――――― 
午後 １時００分再開 

小川副委員長 休憩前に引き続き、委員会を開

きます。 

 これより病院局関係の審査を行います。 

 執行部の説明は、要請した時間の範囲内とな

るよう要点を簡潔、明瞭にお願いします。 

 それでは、病院局長及び関係者の説明を求め

ます。 

井上病院局長 病院局長の井上です。委員の皆

様においては、日頃から病院事業の運営につい

て御理解、御支援をいただきお礼申し上げます。 

本日は、病院事業に係る決算について御審査い

ただきますが、どうぞよろしくお願いします。 

それでは、決算関係の説明に入ります。 

資料番号３－１決算特別委員会資料（病院局）

の４ページをお開きください。 

令和５年度病院事業の取組状況を記載してい

ます。この主な内容について説明します。 

当院は県民医療の基幹病院として、県民の安

心・安全を医療面で支えるべく、継続して良質

な医療を提供する役割を担っています。 

新しい時代に対応した質の高い医療を提供す

るため、令和５年度から令和８年度までの４年

間を対象期間とする第五期中期事業計画を令和

５年３月に策定し、「持続可能な病院を目指し

て」を基本理念に、県民医療の基幹病院として

の役割など五つの柱の下、取組を進めています。 

まず、（１）の県民医療の基幹病院としての

役割については、高度急性期・急性期医療の機

能を充実させ、断らない受入体制を堅持すると
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ともに、回復期における患者の連携医療機関へ

の転院を促進し、地域との連携の強化を図って

います。 

次に（２）の県民の求める医療機能の充実に

ついては、令和５年８月に手術支援ロボットダ

ヴィンチを導入し、先端技術を活用した新しい

高度・専門医療に取り組んでいるところです。   

政策医療では、基幹災害拠点病院としての防

災機能強化を図るため、大分川の氾濫による浸

水被害に備え、令和４年５月から電気、水、医

療ガスなど病院インフラ設備の高架化工事を実

施していましたが、令和５年６月に浸水対策設

備棟が完成しました。 

（３）の良質な医療提供体制の確保と患者ニ

ーズへの対応については、令和６年１月に電子

カルテシステムを中核とした病院総合情報シス

テムを更新し、さらなるデジタル化による良質

な医療の提供と病院全体の業務効率化を図って

います。 

また、術後のチューブ除去など特定行為を行

える看護師の養成のほか、医療秘書や看護助手

等を効果的に配置し、ワークシェアリングとタ

スクシフトを進めるなど、医師及び看護師の働

き方改革に取り組んでいます。 

（４）の地域医療機関等との医療連携につい

ては、高度急性期・急性期医療機関として地域

の医療機関から患者を受け入れ、状態の早期安

定化を図るとともに、急性期を脱した患者を地

域の医療機関につなぐための相互連携関係の強

化を進めています。 

５ページを御覧ください。 

（５）の経営基盤の強化については、収入の

確保に向けて、コロナ禍で特に減少した中等症

患者の掘り起こしに向けた地域の医療機関への

訪問強化や健康診断要精密患者の積極的な受入

れなどに取り組んでいます。 

他方、費用の削減に向けても診療材料や薬品

等を調達する際、民間企業のノウハウを活用す

るなど業務の見直しを進めています。 

第五期中期事業計画における稼働目標につい

て、その下の表を御覧ください。目標を８指標

設けています。 

初年度にあたる令和５年度は、新型コロナウ

イルス感染症の５類感染症移行後も全国的に患

者が受診を控える傾向が続いていたことなどに

より、八つの稼働目標のうち、１日あたりの新

外来患者数などの４指標で目標を下回っており、

患者が戻り切っていない状況を反映しています。

一方、入院及び外来診療単価などの４指標につ

いては目標を達成しました。 

今後とも、県民の安心・安全を医療面で支え

ていくとともに、持続可能な経営基盤の確立に

向けて、一層努めていきます。 

次に、資料６ページをお開きください。決算

状況の概要です。 

令和５年度は、新型コロナウイルス感染症の

５類感染症移行後も依然として患者の受診控え

の傾向が続いている中、入院については前年度

より患者数が若干増加したことなどに加え、が

ん化学療法などにおける高額な薬剤の使用量が

増えたことなどにより単価も上昇したことから、

医業収益は前年度より増加しました。 

一方、人事委員会勧告による給与費の増加、

物価高騰や賃上げの影響による材料費、経費の

増加などで医業費用も増加しています。 

医業収支が前年度に引き続き赤字になったこ

とに加え、新型コロナウイルス感染症関連の補

助金が新型コロナウイルス感染症の５類感染症

移行に伴い、前年度よりも大幅に減額となった

ことから、最終損益では６億３，９００万円の

赤字決算となりました。 

以上で決算状況の概要についての説明を終了

します。 

病院の概況及び決算状況の詳細については、

このあと次長兼事務局長から説明します。 
於久病院局次長兼県立病院事務局長 それでは、

県立病院の組織及び事業概要について御説明し

ます。 

タブレットは資料番号３－２病院の概況（病

院局）をお開きください。紙資料は桜色の表紙

の冊子、病院の概況を御用意ください。 

タブレットは６ページを開いて左側のページ

を御覧ください。冊子は３ページをお開きくだ

さい。病院の組織機構について御説明します。 
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本院は一番上の診療科部として、循環器内科

部をはじめとする２６科部、中央診療部門とし

て放射線科部などの１１科部、医療技術部門と

して薬剤部などの５科部、そのほか看護部、事

務局、管理室等、がんセンター、総合周産期母

子医療センター、循環器センター、精神医療セ

ンターからなっています。 

次に、タブレットは９ページを開いて右側の

ページを御覧ください。冊子は６ページをお開

きください。職員の状況について、令和６年４

月１日現在の職員数を記載しています。 

一番上の医師１８８名のほか、薬剤師などの

医療技術職、看護師、事務職等合計で１，１５

６名が当院の職員総数です。 

次に、タブレットは１８ページを開いて左側

のページを御覧ください。冊子は１５ページを

お開きください。施設の概要について御説明し

ます。 

病院本館については、地下１階、地上１０階

建てで、屋上にはヘリポートを備えています。 

本館の１階には各診療科の外来部門や患者総

合支援センター、救命救急センターの初療室、

周産期センターや精神医療センターの外来部門

が、２階には外来部門のほかに手術室、ＩＣＵ、

検査室、周産期センターや精神医療センターの

病棟があります。 

４階から９階が病棟で、一つの階につき東西

二つの病棟を配置しています。病棟ごとの主な

診療科は記載のとおりです。 

タブレットは右側のページを御覧ください。

冊子は１６ページを御覧ください。 

表の下から２番目の欄にある三養院は、病床

数６床の県内唯一の感染症専門病棟です。なお

新型コロナウイルス感染症患者については、令

和５年５月の５類感染症移行後は本館の一般病

棟の個室等において治療を行っています。 

表の一番下、さきほど病院局長が説明した浸

水対策設備棟は、２階部分に受水槽や給水設備、

３階部分に自家発電装置や医療ガス等を設置し

ています。 

次に、タブレットは３０ページを開いて左側

のページを御覧ください。冊子は２７ページを

御覧ください。 
一番上の表（１）の許可病床数は、一般病床

が５０９床、精神病床が３６床、感染症病床が

１２床の合計５５７床です。 
一番下の表（３）入院患者延数、新入院患者

数、病床利用率、平均在院日数の欄を御覧くだ

さい。表の一番下の行が令和５年度の数値です

が、一般病床については入院患者延数１４万５，

２７７人、病床利用率は７８．０％、平均在院

日数は１０．８日となっており、入院について

は患者数が前年度より増加しています。 
次に、タブレットは３１ページを開いて右側

のページを御覧ください。冊子は２８ページを

お開きください。 
ページ中ほどの（６）外来患者延数、１日平

均診療人数、新規外来患者数の欄を御覧くださ

い。令和５年度の外来患者延数は１９万８，４

４８人、１日の平均診療人数は８１６．７人と

なっており、外来については患者数が前年度よ

り減少しています。 
以下、タブレットの３５ページ、冊子の３２

ページまでは、診療科別外来患者延数やドクタ

ーカーの活動件数などの活動実績を記載してい

ます。病院の概況の説明は以上です。 
続いて、令和５年度決算について御説明しま

す。さきほど病院局長の説明で使用した資料番

号３－１決算特別委員会資料（病院局）の７ペ

ージをお開きください。３決算状況報告につい

て御説明します。 
まず（１）の決算報告書（収益的収入及び支

出）についてです。上の表、収入の部ですが、

表の右から３番目の税込決算額の欄、上から２

行目の第１項医業収益は１８５億５，４１０万

９，５１１円です。その下第２項医業外収益は

１６億３１０万６５６円です。その下第３項特

別利益は４，７０８万５，０４５円です。以上

を合計した病院事業収益の決算額は、一番上の

行にあるように２０２億４２９万５，２１２円

となっています。 
次に下の表、支出の部ですが、右から３番目

の税込決算額の欄、上から２行目の第１項医業

費用は２０６億７，６６０万９，１７８円です。 



- 12 - 

その下第２項医業外費用は１億３３６万９，３

２６円です。その下第３項特別損失は８，２３

８万２３４円です。以上を合計した病院事業費

用の決算額は、一番上の行にあるように２０８

億６，２３５万８，７３８円となっています。 
次に、資料の８ページをお開きください。（

２）の決算報告書（資本的収入及び支出）につ

いてです。 
上の表、収入の部ですが、右から３番目の税

込決算額の欄、上から２行目の第１項企業債は

６億８，３００万円です。その下第２項負担金

は２億３，１６９万３千円で、これは企業債の

元金償還に係る一般会計からの繰出金を受け入

れたものです。以上を合計した資本的収入の決

算額は、一番上の行にあるように９億１，４６

９万３千円となっています。 
次に下の表、支出の部ですが、右から６番目

税込決算額の欄、上から２行目の第１項建設改

良費は２３億４，４１６万６，４９７円で、こ

れは第３期病院総合情報システムの更新や手術

支援ロボットダヴィンチなどの医療機器の購入、

浸水対策設備棟の建設工事等に要したものです。 
その下、第２項企業債償還金は７億２，３２

０万２，２７８円で、これは病院の施設整備や

医療機器の購入などのために借り入れた企業債

の元金償還金です。 
そのほか、他会計からの借入金償還金１，９

５７万円、資産運用として県債を購入した投資

その他の資産４億円を合わせた資本的支出の決

算額は、一番上の行にあるように３４億８，６

９３万８，７７５円となっています。 
次に、資料９ページを御覧ください。（３）

損益計算書について御説明します。 
まず、入院・外来収益などの１医業収益は、

右から２番目の列の一番上にあるように、１８

５億３，８６７万４０９円です。これに対して、

給与費や材料費などの２医業費用は、その下に

あるように１９７億４，２５０万９５３円です。

医業収益から医業費用を差し引いた医業損益は、

一番右の列の一番上にあるように１２億３８３

万５４４円の損失となり、新型コロナウイルス

感染症の５類感染症移行後も全国的に受診控え

の傾向が続いたことや、物価高等による費用の

増加の影響を受け前年度に続いて赤字を計上し

ています。 
次に、一般会計からの繰入金などの３医業外

収益は、右から２番目の列の上から３番目にあ

るように１５億９，０２６万７，５６５円です。

これに対して企業債の支払利息などの４医業外

費用は、その下９億９，０３８万６，５６４円

となっており、医業外収益と医業外費用の差引

は、一番右の列の上から２番目にあるように５

億９，９８８万１，００１円の利益を計上して

います。その結果、経常損益は一番右の列の上

から３番目にあるように６億３９４万９，５４

３円の赤字を計上しました。これに特別利益と

特別損失の差引きを加えた当年度純損益は、一

番右の列の下から４番目にあるように６億３，

９２５万２，９４７円の損失となり、前年度繰

越利益剰余金５４億５，５６４万６，４７６円

と、その他未処分利益剰余金変動額３億３，１

１８万６，３７６円を加えた当年度未処分利益

剰余金は５１億４，７５７万９，９０５円とな

っています。 
次に、資料１０ページを御覧ください。（４）

剰余金処分計算書（案）について御説明します。 
一番右の欄、未処分利益剰余金５１億４，７

５７万９，９０５円のうち、その２段下３億５，

５１５万３，６６２円を、令和６年度の企業債

償還のための減債積立金に積み立てたいと考え

ています。 
なお、資料１１ページは個人医業未収金の状

況と対策を、資料１２ページは一般会計負担金

等の状況を、資料１３ページは損益及び一般会

計繰入額の推移を、資料１４ページには令和元

年度から令和５年度までの比較損益計算書を記

載しています。 
令和５年度決算の説明は以上です。 
次に資料番号１６番、令和５年度行政監査・

包括外部監査の結果の概要について御説明しま

す。病院局については、行政監査については対

象となっていませんので、包括外部監査につい

て御説明します。 
資料の９ページをお開きください。包括外部
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監査結果の概要です。 
令和５年度の包括外部監査では、３監査テー

マ及び監査対象に記載している債権管理（県税

に係るものを除く。）に関する財務事務の執行

についてを監査テーマに、４監査の着眼点に記

載している内容で監査が行われ、５主な監査の

結果にあるように、県全体で９１件の個別の指

摘事項をいただきました。 
資料３１ページをお開きください。病院局に

関しては、個人医業未収金について改善事項１

件、勧奨事項６件の指摘がありました。 
表の上から３番目、番号８０を御覧ください。

改善事項として長期間、滞納整理状況が把握さ

れていない債務者が見受けられたとの指摘があ

りました。長期間、滞納整理状況が把握されて

いないケースについては、全て自宅訪問や住民

票の調査等を行ったところです。今後も同様の

事案が生じることのないよう、適切な事務処理

に努めます。 
小川副委員長 次に、決算審査等の結果につい

て監査委員の説明を求めます。 

長谷尾代表監査委員 令和５年度の大分県病院

事業会計決算に係る審査意見について御説明し

ます。 

資料番号４番、令和５年度大分県公営企業会

計決算審査意見書の７ページをお開きください。 

まず第１審査の概要ですが、午前中に説明し

た企業局の各事業会計と同様なので省略します。 

次に第２審査の結果ですが、決算書その他決

算関係書類は、審査した限りにおいて法令に適

合しかつ正確であることが認められました。ま

た予算の執行、収益・費用及び財産に係る事務

については、おおむね適正に処理されていると

認められました。 

１１ページをお開きください。 

１審査意見の（１）経営成績及び財政状態で

すが、令和５年度の収支は前年度の黒字から大

きく赤字に転じました。また財政状態も、流動

比率、自己資本構成比率ともに低下しているこ

とから、病院事業は予断を許さない状況である

と言えます。 

次に（２）総合意見についてですが、令和５

年度は先進の内視鏡手術支援ロボットを導入す

るとともに、浸水被害に備えた非常用自家発電

設備等の高所への設置工事等を完了しました。 

経営成績を見ると、新型コロナウイルス感染

症の感染症法上の５類への移行後も入院患者数、

外来患者数とも流行前の水準には戻らず、厳し

い経営が続いています。医業費用について、職

員の増員や人事院勧告等により給与費が、また

抗がん剤の適応拡大により注射薬など材料費が

ともに増加しており、医業損失が前年度から急

拡大したことが要因です。 

赤字解消に向けては、患者数の回復と医業費

用の抑制が何よりも重要です。そのため、診療

所等からの患者紹介数の増加と診療科ごとの収

支分析を踏まえた効果的な対策が求められます。

あわせて、給与費の増加にどう対応するかも課

題となります。 

これらの取組を通じ、県民の安全・安心を支

える基幹病院として早期に収支均衡を図るため、

最大限努力するよう要請しました。 

以上で、病院事業会計決算に係る審査意見に

ついての説明を終わります。 

小川副委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し私から指名を受けた後、自席で起立の上マイ

クを使用し簡潔、明瞭に答弁願います。 

事前通告が４名の委員から出されているので、

まず事前通告のあった委員の質疑から始めます。 

堤委員 まず、県立病院でのマイナ保険証等の

利用率の問題が今どういう状況かと、利用上問

題が発生した事案等があるのかどうか。また、

１２月２日以降は現行保険証が使えず、資格確

認書で受診するようになり、受付で混乱する可

能性がありますけれども、その対策をどう取っ

ているのか。 

もう一つは、今年の予算特別委員会でも確認

しましたが、医療スタッフの働き方――９６０

時間問題がありますが、ただしたところ、負担

軽減推進委員会での負担軽減計画策定や評価を

行うこと、産婦人科や小児科など時間外勤務が

多くなり、大学等に医師派遣の要請を行うとな
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っているけれども、その後の経過等はどうでし

ょうか。 

渋谷医事・相談課長 まず、マイナ保険証の利

用についてお答えします。 

当院では、令和３年１０月からマイナ保険証

の利用を開始しました。利用率については、当

初は２％で推移していましたが、今年４月以降

徐々に増加して、７月の利用率は約７％、利用

者数では１日６０名から７０名が利用していま

す。 

次に、これまでの利用上の問題についてです

が、利用開始当初はマイナ保険証の読み取りが

できない、顔認証がうまくいかないなどカード

リーダーの不具合がありましたが、現在は解消

しています。 

１２月以降の資格確認書の受付での対策につ

いてですが、現在健康保険証の資格確認につい

ては、現行の保険証とマイナ保険証ともに会計

窓口において行っています。１２月２日からは

資格確認書が加わることから、資格確認書の提

示について周知を行うとともに、マイナ保険証

の受付がスムーズに進むよう利用者数を見込み

ながら、マイナ保険証の受付専用ブースを新た

に設けるなど、準備を進めているところです。

１２月以降についても、利用者の推移を見なが

ら必要な対策を講じます。 

伊達総務経営課長 私からは医療スタッフの働

き方についてお答えします。 

まず負担軽減の取組として、医師、看護師、

医療従事者など多職種で構成する負担軽減推進

委員会を毎年２回開催しており、年度当初に負

担軽減推進計画を策定し、年度末に実施結果の

評価を行うこととしています。推進計画は、タ

スクシフトとそれを実行するための人材育成を

主な内容としています。 

今年５月に策定した推進計画では、資格を有

する看護師による静脈注射の実施、抗がん剤や

造影剤の投与、管理を進めることに加えて、昨

年度から実施している抗がん剤の初回投与も継

続していくこととしています。 

また、今年から新たに内視鏡手術で臨床工学

技士が内視鏡カメラを保持し、手術野をモニタ

ーに映し出すといった業務のタスクシフトを推

進するとともに、これらの業務を実施できる人

材育成にも取り組むこととしています。 

なお、医師からは負担が軽減されて非常に助

かっているとの声が聞かれています。今年度末

の委員会においても、取組の達成状況を評価し、

来年度の計画につなげていきます。 

次に、産婦人科や小児科の医師については、

今年度は患者の増加などにより産婦人科、小児

科とも医師１人当たりの勤務時間が１か月平均

で１５時間程度増えています。産婦人科や小児

科は予定外の緊急入院を取り扱う診療科の性質

上、直ちに医師の時間外勤務を縮減することは

難しい状況です。 

なお、大学などへの医師派遣要請については、

例年新年度の医師人事が決まる半年前の１０月

から１２月中旬にかけて、局長、院長が教授と

の面談を行っています。今年度も同時期に面談

での依頼を行い、医師の確保に努めます。前述

の状況を派遣元大学にしっかりとお伝えし、医

師の派遣について重ねてお願いしていきます。 

堤委員 当初からすると、マイナ保険証につい

てはあまり問題がなくなってきているというこ

とで、これはセキュリティーとの関係で非常に

維持経費が高いんですよね。そこら辺の対策と

いうか、病院の窓口の中でマイナ保険証を使っ

て、それが外部に漏れないようなセキュリティ

ー対策はどうされているのかがもう一つね。 

 それと産婦人科と小児科について、大学の面

談等でいろいろ要請していると。時間外勤務の

縮減は難しいけれども、それでも縮減をしてい

かなければならないわけですよね。だから、十

分計画どおりに縮減されるのかどうか再度お願

いします。 

渋谷医事・相談課長 セキュリティーの問題で

すが、確かにいろいろと病院事業の中ではセキ

ュリティー問題は慎重に対策を取っていかなく

てはいけません。こちらも１２月に向けて、シ

ステムの構築とか、カードリーダーの設置等に

取り組んでいます。その辺も含めて、十分セキ

ュリティーに配慮しながら今構築をしているの

で、今後も含めて対応を考えていきたいと思っ
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ています。 

井上病院局長 産婦人科、小児科の医師の確保

についてですが、確かに診療科の性質上、時間

外が増えると。それは仕方がないから、それに

関しては諦めるということではありません。マ

ンパワーを充実させ、ＩＣＴ、その他タスクシ

フトなどでいろんな手を使いながら一極集中を

避ける、医師の集中を避けることで何とか乗り

切っていきたいと取り組んでいるんですが、少

なくとも医師をもう少し増やしていかないとい

けないことは事実だろうと。 

その目安ですが、１０年後は月８０時間まで

に時間外労働を全部収めないといけない時代が

来るのを頭に置いて、医師を派遣してくださる

大学の医局の教授等と話合いをしています。 

ただ、大学そのものも始まったばかりで、正

直申し上げて非常に混乱している状況です。し

たがって、何年か経ったら落ち着いて、もう少

し医師の需給を整理していけるのかは即座にお

答えをいただけないのが実情です。 

ですから、数年経てば先が少しずつ安定して

見えてくるかなという期待を今持っているとこ

ろです。 

堤委員 医者の確保というのが、国の政策等も

含めていろんな問題が関わっているから、現場

はそういう点は大変でしょうが頑張っていただ

きたいと思います。 

それと、さきほどのセキュリティーの関係で、

電子カルテ等は現場が入力していくわけで、ミ

スが出てきたら大変なわけだから、そういう指

導は何かされているんですか。具体的に電子カ

ルテ等の取扱い又は今後導入する場合の具体的

な対策等があれば少し教えてください。 

渋谷医事・相談課長 電子カルテについて、あ

と今回のマイナ保険証の関係について、前から

お話ししていますが、電子カルテについては外

部との接続は一切切り離した形でやっています。 

今後も、マイナ保険証も含めた医療情報につ

いては、外部への漏えいは当然あってはならな

い。他県でもこういった事例が過去あるので、

これについては業者、ベンダーとも十分連携し

ながらやっています。基本はネット環境とは切

り離した中でやっているので、その点は対応を

十分取っていきたいと考えています。 

木田委員 資料３－１の決算特別委員会資料の

４ページにある１令和５年度病院事業の取組状

況の（３）に、良質な医療提供体制の確保と患

者ニーズへの対応とあります。 

 今年度から医師の時間外労働上限規制の適用

が開始されています。さきほど堤委員からもお

話があったと思いますが、昨年度において医師

及び看護師の働き方改革を進めてきたと記述が

その項でされています。特定行為を行える看護

師を何人養成してきたのか、医療秘書や看護助

手等をどのように配置してきたのか、具体的に

御説明いただきたいと思います。また、その効

果についてもお示しください。よろしくお願い

します。 

後藤副院長兼看護部長 看護師と看護助手につ

いてお答えします。 

看護師の特定行為研修については、令和２年

１０月に第１期の研修を開始し、今年度９月末

には第４期生４名が研修を終えたところであり、

現在、１２名の修了者が配置されています。ま

た、今年１０月１日から５期生５名の研修を開

始しました。 

当院の特定行為研修は主に外科術後管理の分

野であり、研修を修了した看護師は、例えば手

術後に体内の浸出液を体の外に出すための管を

抜くなどの特定の診療行為について、医師の指

示の下で行うことが可能となります。看護師が

行う特定行為の件数は、令和４年度の２１６件

から令和５年度は４０５件と約１．８倍に増加

しています。 

看護師が特定行為を実施することについて、

医師からは病棟からの呼出しによる外来診療や

手術の中断がなくなり助かるといった声が挙が

っています。 

次に看護助手については、平成２５年度から

配置を行っています。病棟での業務が中心であ

り、令和５年度に５０名の配置となっています。 

退院後の病室の片付けやシーツ交換など、看

護師資格がなくてもできる業務を担うことで、

看護師の負担軽減を図っています。前述の業務
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に加え、入浴介助や食事介助など業務範囲を拡

大してきた結果、過去５年間の看護師の時間外

勤務は減少傾向となっています。令和５年度に

ついては、コロナ禍前の令和元年度と比べ、月

平均１．２時間減少しています。 

伊達総務経営課長 医療秘書についてお答えし

ます。 

医療秘書については、平成２０年度に病院へ

のパートタイム職員の配置を開始して以来、漸

次動員を行っており、令和５年度には外来に３

０名、病棟や手術室などに１２名、合わせて４

２名の配置となりました。さらに、令和６年度

から業務量の多い診療科の医療秘書をパートタ

イムからフルタイムに変更して、一層の負担軽

減を図ったところです。 

医療秘書は、カルテの入力補助や診断書の作

成補助などを行っており、医師の事務作業軽減

に果たす役割は大きく、今や病院には欠かせな

い存在となっています。 

木田委員 ありがとうございます。いろいろと

働き方改革は進めなくてはならない一方で、昨

年度は医業損失が大幅に広がっており、コロナ

禍は全て終わっていないけれども、医業損失が

かなり大きいと感じたところです。 

資機材にしろ人件費にしろ、ここからまだ増

加の見込みがあると思います。昨年度の決算状

況が今出ていますけれども、ちょっと気になっ

たのが、同規模の他県の公立病院も同じような

状況なのか。恐らく他県も働き方改革への対応、

資機材についても費用的には苦労されていると

思うが、同規模の公立病院についても同じよう

な経営状況なのか、ちょっと心配なのでその辺

も教えていただきたいと思います。 

佐藤病院長 他県の状況ですが特に同一条件、

自治体病院関係、総合病院の話合いは多々あり

ます。一言で申して、ほぼどこも同じ状況です。

赤字に転落して、患者の減という背景も同じで、

だんだんそれが元の状態に戻りつつあるという

推移も非常に酷似しています。ほぼ同じと私は

理解しています。 

当然そういう話合いというのは、解決策――

皆さんどういうことをしているのかという話に

なるんですが、一番単純に考えるのは人員の増

加なんですね。けれども、それがどの病院も赤

字に転落して、人員の増加に単純に結び付けら

れないので、結局合理化、チーム医療、それか

ら効率化に行きます。 

今、看護部長が申したように、非常に重視し

ているのは、人員を増やすことなくタスクシフ

トですね。例えば、医師や看護師など同じ職種

であっても、個人の担当だったものがチームの

下で患者を担当して、効率を上げて、質を落と

さない業務を継続していくことで時間ができる

ので、結局それが時間外勤務の削減につながる

ことを期待したシフト。それから特に医師に関

しては、さきほど御説明した特定行為看護師で

すね。この取組は全国的に非常に今注目されて

いて、具体的な実例はさきほど説明がありまし

たが、例えば医師が手術とか外来業務をしてい

る。これは完全にノルマが決まっている業務に

なるんですが、その途中で病棟に戻らねばなら

ない。異なる場所に移動して決められた処置を

せねばならない時間的なロスは想像以上に大き

かったのですが、その辺を特定行為看護師が代

行して、医師が指示をするが立ち会わなくても

単独でやってよいという職業は、医師にとって

非常に助かっている。看護師も医師が到着する

のを待たなくていいので、看護師側にも医師側

にも、それから処置に関わるコメディカルの方

々にも変な時間的ロスを生じないため、非常に

効率化が図られています。 

ですから、キーワードはタスクシェアとタス

クシフト、それからチーム医療を充実させるこ

とでできる範囲で、つまり単純な人員増を目指

す以前にやれることをやっていくことで、時間

外の削減につなげていく試みをしています。木

田委員が最初に申されたように、全国的にそう

いう話合い等で、皆さん同じような方向性で知

恵を出し合ってやっていっている現状と私は理

解しています。 

木田委員 詳しい説明ありがとうございました。 

恐らくそうかと思ったんですが、大分県だけ

がこういう状況ではないのもよく理解できたし、

さきほどお話があったとおり特定行為も１．８
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倍まで増えて、かなり医師の働き方改革には結

び付いていると感じました。 

大分県の基幹病院として、安全・安心の医療

提供体制、いろいろと工夫されていて本当に大

変だと思います。資機材また人件費が上がって

いるのはいろんな事業が同じだと思いますが、

是非またいろいろと工夫して、県民の安全・安

心のために頑張っていただきたいと思います。 

原田委員 まずもって井上病院局長はじめ、県

立病院の皆さんには本当に県民の医療で御奮闘

いただいていることに感謝を申し上げたいと思

います。 

今いくつか質疑がありましたが、前年度の黒

字会計から赤字会計になったわけですけど、公

的病院としてやっぱりしようがないという思い

は私自身持っていますし、さきほど佐藤病院長

からありましたけど、公立病院としての役割を

是非最優先していただきたいと思っています。 

課題についてはたくさん出ましたが、私から

は別の視点で質疑したいと思います。 

決算書及び決算審査意見書を見ても、県立病

院内の各診療科の収支や課題等がなかなか分か

りにくいというか、見付けることができません。

例えば救命救急センターとか、精神医療センタ

ー等、そもそも収支的に厳しい、民間があまり

手を出したがらない分野もやっぱりあると思う

んですけど、そういった各診療科の収支とか課

題についてどのような状況なのか、分かる範囲

でお答え願いたいと思います。 

伊達総務経営課長 原田委員がおっしゃるとお

り、当院は県民医療の基幹病院として、行政や

地域の医療機関と連携しながら、救急、小児、

周産期、がん、精神、感染症などの高度医療や

政策医療を担うとともに、地域医療の最後の砦

として、各診療科とも民間医療機関では対応困

難な症例の患者を受け入れる役割を担っていま

す。このため、収支状況だけを見て診療科を評

価することは避けなければならないと考えてい

ます。 

しかしながら、継続的に良質な医療を提供す

るためには安定した病院経営が不可欠であるこ

とから、これまでも様々な取組を行ってきまし

た。以前は各診療科の収支状況を確認するため

の原価計算を実施していた時期がありましたが、

診療科をまたがる職員の人件費や複数診療科で

使用する手術室や医療機器などの経費は何らか

の方法で按分せざるを得ず、診療科ごとの費用

を正確に把握することが困難であるなどの課題

が明らかになったため、現在は実施していませ

ん。 

そこで現在、電子カルテやＤＰＣの分析ソフ

トを活用して、診療科ごとの病床稼働や入院・

外来収入などについて確認するとともに、他の

病院との比較分析を行い、院内に周知していま

す。これは現場の医師や看護師の理解を得やす

く、収支改善に対する意識の向上にもつながっ

ています。 

一方で、診療科ごとの費用面まで含めた収支

や課題を把握するための方策についても、今後

も引き続き検討していきます。 

宮成委員 私からも医療収支に関して。外来の

患者数が減っているとのことですけれども、入

院を含めて患者数増加と、それから単価も上昇

していると。そういった中で、収益は増加して

いる。一方で給与費や物品、燃料費等の支出増

によって数年ぶりの赤字に転落という話でした。 

人件費を含めて、支出を抑えていくことは非

常に難しいものだと考えているんですが、改善

するためには収入を増やしていく必要があると

思います。さきほど横の話――他県の話とかあ

りましたが、令和５年度から令和８年度までの

第五期中期事業計画を縦で見たときに、この計

画の中で経営基盤の強化の想定の範囲内での対

応が今の収支、令和５年度の決算を見て飲み込

めるのかと。この４か年で考えたときにどのよ

うな捉え方をすればいいのかをお伺いしたい。 

それと２点目は、また働き方も含めてですけ

れども、本当に人材不足が深刻化しつつある中

で、医師の時間外労働上限規制の話もあります

が、コメディカルの方も少し気になります。コ

メディカルの確保という点で、委託等を含めて

人件費抑制の話も少し出ていますけれども、こ

の先どのように考えているのか伺います。 

井上病院局長 新型コロナウイルス感染症によ



- 18 - 

って全国的に患者が受診を控える傾向が続いて、

それに加えて新型コロナウイルス感染症関係補

助金の廃止や賃金の上昇、物価高の影響も受け

て、令和５年度が赤字決算になりましたが、本

年度は経営の改善に向けて取組の一層の強化を

図っています。 

 さきほど申し上げましたが、収入の確保に向

けては、コロナ禍で特に中等症の患者が減少し

て戻ってきません。したがって、そこの掘り起

こしに向けて、地域の医療機関への訪問強化、

それから健康診断要精密患者の積極的な受入れ

などが今年度の努力目標です。 

また歳出の削減に向けても、診療材料や薬品

を調達する際の民間事業者のノウハウを積極的

に活用する業務の見直しを進めているところで

す。 

賃金上昇や物価高など、病院の経営を取り巻

く環境は大変厳しいです。一年での黒字化は容

易ではないと考えています。ただ、地方公営企

業法全部適用を機に培った経営改善の実績があ

るので、その実績を踏まえて第五期中期事業計

画の期間の最終年度である令和８年度までには

収支均衡を図っていきたいと。それに向けて努

力したいと考えています。 

伊達総務経営課長 私からはコメディカルの確

保についてお答えします。 

当院の薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技

師、管理栄養士などのコメディカルのうち、薬

剤師以外については、現在採用を上回る応募が

あり確保ができています。 

薬剤師については、選考試験の応募倍率が年

々低下傾向であり、採用が非常に厳しい状況と

感じています。そのため、薬剤師確保の取組と

して、病院見学に来る薬学部の学生に対して当

院の採用情報の提供などを行ってきましたが、

こうした状況を踏まえて、今年５月に九州内の

大学の薬学部を訪問し、学生に対するリクルー

ト活動も行ったところです。 

なお、コメディカル業務の外部委託について

は現時点では検討していません。 

宮成委員 人材の話からすると、この県立病院

の設立、その位置付けや役割を果たすためには

人材を確保することは欠かすことができないの

で、引き続きしっかりと対応していただきたい

と思います。 

それから１点目の収支の件ですが、なかなか

難しいという話もあるんですけれども、３－１

決算特別委員会資料（病院局）５ページの八つ

の指標を見ると、最終的にはここでは病床利用

率になってくると思うんです。それを支えるの

は、やはり紹介率なのかなと。そして、この二

つの指標が令和４年度に比べて、スタート地点

から令和８年度の目標値に向けて、すとんと令

和５年度は落ちているんですよね。ここからＶ

字回復をしないと難しいと思うんですが、紹介

率は頑張れば――他の医療機関等としっかりと

連携をすれば、わりと早めに対応ができると思

うがいかがでしょうか。 

佐藤病院長 私の個人的な考えも入りますが、

宮成委員がおっしゃるように、もちろん患者の

受診控えもありますが、紹介率の向上はその病

院への我々からのアピール、それから病院の専

門性のアピールであるとともに、断らない医療

と。つまり、当院としては、コロナ禍時代に病

床制限のために断らざるを得なかったと、こち

らの病院の側面があります。ただ紹介元からい

うと、理由はどうでもいいというか、受けても

らえなかったことになるので、それが悪循環と

なって患者の紹介先の比率の変化も少しあった

のかと考えています。 

ですから当院の方向性としては、今改めて断

らない医療、それから病院の支援センターがあ

りますが、そこを中心として部長等と一丸とな

って県内の病院訪問を改めて網羅的にやって、

断らない医療のアピールと実際に断らない医療

を推進するために院内の会議で、不応需といっ

て断った患者率の詳細な検討というきめ細やか

な分析も挟み、紹介率の回復に努めています。 

結果として、まだ今年度は始まって数か月で

すが、紹介率の数字に関しては、かなり元の水

準に戻っていると。紹介率も目標数値を出して

いるし、診療科ごとの偏りはどういう具合なの

かも分析しながらやっているので、宮成委員御

指摘の紹介率、紹介患者数の推移に関しては元
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に戻ってきている、それなりの努力が報われて

きていると感じています。 

小川副委員長 ほかに、事前通告されていない

委員で質疑はありませんか。 

末宗委員 医療関係で１２億円の赤字というこ

となんだけどね、コロナ禍以前は随分もうかっ

ていた記憶があって、そういうもんかなという

感じがあったんだけどね。この資料を見ると、

どの部門がもうかっていて、どの部分が損が出

ているのかが分からない。だから、一番利益が

出ている上位２部門とどのくらい利益が出てい

るか、そして下位二つ、どれだけ損が出ている

かその２部門、まずそれを教えていただきたい。 

それと、監査委員に聞きたいんだけどね、県

立病院だから公益病院なんだけど、どういう視

点で公益病院の監査をするのか。公益病院だか

らね、利益は出た方がいいに越したことはない

けど、どんなに赤字が出てもやらないといけな

い部門もある。そういうのを踏まえて、監査は

利益とか損失とかをどういう部門で具体的に見

てきたんか、そこあたりを説明していただきた

い。これは公益病院の意義にも関わる問題だか

ら。 

それとさきほど誰かの質疑で、働き方改革で

個人からチームという話があった。例えば僕は

病院に行ったらいい医師に診てもらいたいとい

う気持ちがある。メリットとデメリットは言わ

んで、チーム力で回復したとか言うけど、医師

は元来人の命を救うのが義務や。そういう働き

方の改革が義務ではないわけや。そういう矛盾

した点があるのをどのように、時の政権がちょ

こっと言うたら、こうやっていこうとなびくん

だけど、本質はどっちが正しいか。そこあたり

を含めて３点を教えていただきたい。 

佐藤病院長 多方面からの御指摘で、３番目の

チーム医療の功罪を御指摘いただいたと理解し

ますので、その辺をお答えします。 

私がさきほどチーム医療と申しましたが、病

院として非常に気を付けなければならないと思

っているのは、正に末宗委員御指摘のようにチ

ームで見ているから誰が責任者なのか、誰が本

当の患者の主治医なのか不明確になる、誰に言

っていいか分からない状態になることは、絶対

に避けなければならないと肝に銘じています。 

ただ、私も産婦人科の救急医療の医者なので、

その患者が何か変化したときには、夜中でも土

日祝日でもそのドクターがすぐ来なければなら

ないと今まではそう教えられて行動してきたん

ですね。しかし、ある程度はその考え方でカバ

ーする必要はあるけれども、やはり医師も人間

なので、ある患者の主治医が私だからといって、

四六時中いつも昼でも夜でも飛んでくるのはや

はり無理であろうと。時間外にも関係するので、

そこはある程度チーム医療でカバーして、当直

医がカバーしながら主治医につなぐことを必要

としてきている時代になっていると申し上げた

つもりです。 

それが一言で言うとチーム医療、要するに完

全患者ごとの主治医制で今まで医療をやってき

たわけですが、それでは回らない部分をチーム

医療でカバーする必要が出てきたんではないか

という意味で、この言葉を使いました。 

ただ最初に申し上げたように、チームでやっ

たので責任の所在がはっきりしなくなる。どこ

かの初めての医者がぽんと来る、そういう責任

が薄まる動きになってはならないことは肝に銘

じた上で、チーム医療の促進を位置付けている

つもりです。 

伊達総務経営課長 利益が出ている診療科２部

門、上位２位、下位２位というお話でしたが、

お手元にお配りしている企業会計決算審査資料

（病院事業会計）の９ページと１０ページに令

和５年度診療部門別収入状況調が出ています。

これを見ると、まず上位が血液内科と外科にな

ります。 

下位になるんですけれども、下の方にある麻

酔科とか救急科とか歯科口腔外科とかになるん

ですけど、ここは基本的に患者を入院させたり

するところではないことと、救急科については、

一旦受け入れて……（「簡潔に言ってよ」と言

う者あり）すみません。（「質疑は簡潔にして

るんやから」と言う者あり）少ないところを見

ると、恐らく眼科と形成外科になるかと思いま

す。（「全部答えたの。分からん」と言う者あ
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り）すみません、もう一度お答えします。 

まず、収入が多い上位２診療科は、血液内科

と外科ですね。少ないところは形成外科ですね。

（「損をしたところ」と言う者あり）いえ、収

入が少ないということです。（「損をしたとこ

ろを聞いたの。利益の出たところと損をしたと

ころと言ったけど」と言う者あり）それはさき

ほども申し上げたように、今、診療科ごとの原

価計算を行っていませんので、今把握できるの

は収入だけとなっています。 

井上病院局長 御質疑の趣旨は、利益率がどれ

くらいかが分からないことかと思うんですが、

例えば、血液内科の収益がものすごく大きいけ

れども、実は支出もものすごく多いです。利益

率でいうと非常に悪いです。とんでもない高額

な薬品を使いながら、収益そのものは高いと。

医師の数から見ても、そんなに少なくはない。

投資するスタッフ、投入する従業員、医師や看

護師やスタッフですね、それから薬剤、そうい

うものを全部正確に引かないといけないんです

が、その計算はものすごく難しくて、精密にで

きないんですね。特に外科も、例えば一般外科

と脳外科とどちらが利益率が高いかを正確に出

そうと思ったら、どれぐらいの看護師を使って、

どれぐらいの手術時間を使って、どれぐらいの

光熱費を使ってと全部やらないといけないけれ

ども、これをするスタディーは非常に時間とお

金がかかります。これを試みようとしたけれど

も、結局は難し過ぎるので、按分になるんです

ね。分母を何かに決めて、何分の１がここだか

らと面積でやるとか人数分でやるとかいうこと

になります。それをかつて地方公営企業法全部

適用のときにやりました。やって、その数字を

医師に向かって説明したところ、こんなアバウ

トな数字で自分たちの仕事を評価してくれるな

という声が出ました。 

 したがって、ここの数値に出ない貢献をして

いるのも見てくれという話にもつながるんです

ね。だから、どういうことかというと、一生懸

命収益を上げてください、それから費用に関し

ては病院全体で削減していきましょうというモ

チベーションを下げない発想で病院を運営して

いかないと、一言で言えば分裂、分断してしま

います。そういうことがあるので、１診療科に

限ってこうだというのをできるだけ避けるのは、

そういう理由です。 

長谷尾代表監査委員 さきほど末宗委員から監

査の主眼というか着眼点についての御質疑があ

りました。 

まず、午前中の企業局の決算審査の際に申し

上げたんですが、審査意見書では審査の主眼と

して、これは事業会計だから、常に企業の経済

性が発揮できているか、また本来の目的である

公共の福祉に増進するような運営がなされてい

るかが大きな主眼です。 

 その際、決算の関係書類が法令に適合して正

確であるか、二つ目に決算その他の関係書類が

経営成績、財政状態を適正に表示しているか、

三つ目が経営活動は経済性の発揮及び公共性の

確保がなされているかです。 

さきほど登壇して御説明したように、経営成

績については、大きく赤字が拡大したことを申

し上げました。一方で、財政状態については短

期債務という流動比率があるけれども、他県の

類似団体と比べてそれほど悪い状況ではありま

せん。ただ赤字を大きく出したので、新型コロ

ナウイルスの影響もあるかと思いますが、そう

いったものもしっかり払拭しながら、県の基幹

病院として黒字を確保してくれればいいなと申

し上げたわけです。 

末宗委員 どうも。局長と病院長の説明はよう

分からんかったけど、監査委員の説明はよく分

かりました。本当に経営というのはいろんな分

野で重なっているから、評価は非常に難しい。

そして働き方改革も意味は分かったけど、正し

いかどうかはよく分からないけどね。 

ただ、監査の方々には言いたいんだけど、そ

ういう病院の実態が分かって監査をしているの

か。県立病院というのは大分県の病院だから。

公益性が一番強い病院ですよ。それをさきほど

僕が言うたどの部門が利益が出ているか、もう

かっていないかとか、そういう利益の見方をさ

きほど局長はぴしっと答えていただいたんだけ

どね、そういう見方も入れながら病院の場合は
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監査をしないと。本当に正当な評価というのは、

公益病院だからね、僕はある意味で本当に機能

していれば赤字が出てもいい。前は黒字が出て

いたけど、コロナ禍で赤字が出てもしようがな

いんよ。ただ、それが公的機関だからずさんに

なるんだけど、ずさんさをとにかく改めていく

のが、僕はある意味、監査の仕事だと思ってい

ます。 

そういう意味で、令和８年度からは利益を目

指してと言うんだけど、政権がつい先日替わっ

た。働き方改革はそのときの政権とかで日本の

全ての分野に使っていて、僕はテレビで見るド

クターＸが好きで、スーパードクターみたいな

米倉涼子が出てよく病気を治すんだけど、あれ

を見るとスーパードクターに手術をしてもらわ

ないとよくならないという現状も見るからね。

そこあたりを踏まえて医療のやり方なんだけど、

難しいけど、ある程度そういうやり方について

いくだけではなくて、本来の公益公的機関とし

ての病院を目指して頑張っていただきたいと思

いますわ。どうもありがとうございました。 

小川副委員長 ほかに委員で質疑はありません

か。 

〔「なし」と言う者あり〕 

小川副委員長 委員外議員で質疑はありません

か。 

〔「なし」と言う者あり〕 

小川副委員長 ないようです。それでは本日の

質疑等を踏まえ、全体を通して委員から、ほか

に何か質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川副委員長 ほかにないので、これで質疑を

終了します。 

 これをもって病院局関係の審査を終わります。

執行部はお疲れ様でした。 

 これより内部協議に入るので、委員はお残り

ださい。 

 

  〔監査委員、病院局、委員外議員退室〕 

 

小川副委員長 これより内部協議に入ります。 

 さきほどの病院局の審査における質疑等を踏

まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと思い

ますが、特に指摘事項や来年度予算へ反映させ

るべき意見や要望事項等があればお願いします。 

堤委員 さきほどの質疑、異口同音で出たけれ

ども、働き方改革の問題で医師とかいろんな医

療スタッフには、当然年間就業時間に規制がか

かってくるわけ。ただ、それに間に合うだけの

医師の確保が難しいのが今日明らかになったの

で、そこら辺は国の政策等の問題もあるけれど

も、やはり現場として必要なところは、やっぱ

り県としても病院局と一緒に推進していただき

たいと。医師確保のためにね。そのことを一言

入れていただければと思います。 

小川副委員長 ほかにありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

小川副委員長 ただいま、委員からいただいた

御意見、御要望及び本日の審査における質疑を

踏まえ、審査報告書案として取りまとめたいと

思います。 

詳細については委員長に御一任いただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

小川副委員長 それでは、そのようにします。 

以上で病院局関係の審査報告書の検討を終わ

ります。 

ここで、執行部が入室するので、しばらくお

待ちください。 

 
〔監査委員、会計管理者、委員外議員入室〕 

 

小川副委員長 これより一般会計及び特別会計

の決算審査を行います。 

 まず、決算の概要について会計管理者の説明

を求めます。説明は要点を簡潔かつ明瞭にお願

いします。 

馬場会計管理者 本日から令和５年度の一般会

計及び特別会計の決算について審査いただきま

すが、これに先立ち全体の概要について説明し

ます。 

 それではタブレットの資料５番、大分県歳入

歳出決算概要（資料１）を御覧ください。タブ

レットの画面右下に青い通知ボタンが出たらタ
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ッチをお願いします。 

 資料３ページ、令和５年度歳入歳出決算総括

表を御覧ください。 

 まず、一般会計について説明します。決算額

は左から３列目の歳入総額（Ａ）が７，５６２

億７，２５８万１，６９６円、その右の歳出総

額（Ｂ）が７，２３７億１，３７５万４，６５

８円となっています。この歳入総額から歳出総

額を差し引いた額は、その右の歳入歳出差引額

（Ｃ）３２５億５，８８２万７，０３８円で、

これが形式収支額となります。この中には、翌

年度へ繰り越した事業の財源が含まれているの

で、その二つ右の繰越財源額（Ｄ）の２４４億

７，２７６万５０３円を控除したものが、一番

右の実質収支額（Ｃ）－（Ｄ）で８０億８，６

０６万６，５３５円となっています。 

 ページが飛んで資料１０ページ、一般会計決

算状況の推移を御覧ください。 

 左側①のグラフは、令和元年度から令和５年

度までの５年間の一般会計の決算額の推移を表

したもので、白抜きが歳入、網掛けが歳出とな

っています。なお、単位は１００万円です。 

 このグラフの一番右側が令和５年度の決算額

で、さきほど説明したとおり歳入決算額は７，

５６２億７，３００万円で、その上の点線の枠

囲みにあるように、前年度に比べて２２５億８，

１００万円、率にして２．９％の減となってい

ます。 

 歳出決算額は７，２３７億１，４００万円で、

その上の点線の枠囲みにあるように、前年度に

比べて１９４億９，５００万円、率にして２．

６％の減となっています。また、歳入決算額か

ら歳出決算額を差し引いた形式収支額は、吹き

出しに記載のとおり３２５億５，９００万円で

す。 

 次に右上②のグラフは、形式収支額と翌年度

への繰越財源額の推移を表したもので、白抜き

が形式収支額、網掛けが翌年度への繰越財源額

です。この差が当該年度に属すべき収入と支出

の実質的な差額を表す実質収支額となります。

令和５年度の実質収支額は、吹き出しにあると

おり８０億８，６００万円の黒字となっていま

す。 

 その下③のグラフは、実質収支額と単年度収

支額の推移を表したものです。白抜きが実質収

支額、網掛けが単年度収支額となっています。

実質収支額は以前からの収支の累計なので、そ

の影響を控除した当該年度だけの収支を表すた

めに、当該年度と前年度の実質収支額を差引き

したものを単年度収支額として示しています。

このグラフの一番右側の網掛けが、令和５年度

の単年度収支額となります。７億５千万円のマ

イナスとなっていますが、令和４年度と令和５

年度の実質収支額には、翌年度以降に国に返還

する交付金が含まれているため、その影響を除

けば８億３千万円程度の黒字となります。 

 前の３ページに戻っていただき、令和５年度

歳入歳出決算総括表を御覧ください。 

 次に、特別会計について説明します。上から

３行目が１１ある特別会計の合計です。決算額

は左から３列目の歳入総額（Ａ）が２，５８０

億５，６３４万８，６２７円、その右の歳出総

額（Ｂ）が２，５２０億１７４万５，０９１円

です。 

 歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支

額は、その右の歳入歳出差引額（Ｃ）６０億５，

４６０万３，５３６円となっています。この中

には、さきほども申した翌年度へ繰り越した事

業の財源が含まれているので、その二つ右の繰

越財源額（Ｄ）の５億８，９１７万７千円を控

除したものが、一番右の実質収支額（Ｃ）－（ 

Ｄ）で５４億６，５４２万６，５３６円となり

ます。 

 次に資料４ページ、令和５年度一般会計歳入

決算額調を御覧ください。 

 この表は、歳入における県税から県債までの

１５の款ごとの内訳を表したものです。左から

３列目の調定額（Ｂ）は、収入することを決定

した額で、一番下の合計は７，５７７億４，８

０３万６，３５２円です。 

 この調定額に対して、その右の収入済額（Ｃ）

が決算額で、その合計は７，５６２億７，２５

８万１，６９６円となっており、調定額に対す

る収入済額の割合である収入率（Ｃ）／（Ｂ）
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は、右から５列目の一番下９９．８１％となっ

ています。 

 次に収入済額のうち、前年度と比較して増減

額の大きなもの説明します。右から３列目の対

前年度比較を御覧ください。２段書きの下の欄

となります。まず増額の大きなものは、下から

５番目の繰入金が５３億３，３１４万５，５５

３円の増です。また、その下の繰越金が５０億

７，８６０万２，６６１円の増となっています。

繰入金については、安心・元気・未来創造を政

策の柱とした大分県づくりの推進による基金繰

入の増などによるものです。また繰越金につい

ては、ホーバークラフト発着場のターミナル建

設に伴う前年度からの繰越し事業費の増などに

よるものです。 

一方、減額の大きなものは下から８行目の国

庫支出金が３７３億８，２２３万４，６１８円

の減です。これは、新型コロナウイルス感染症

対策関連経費の減などによるものです。 

 次に、表中央の不納欠損額（Ｄ）の一番下の

合計ですが８，９８６万１，６１３円です。主

なものは、一番上の県税７，３６４万３，１６

３円で、時効の完成などによるものです。 

 また不納欠損額の右隣ですが、収入未済額（

Ｂ）－（Ｃ）－（Ｄ）＋（Ｅ）の一番下の合計

は１３億９，２１１万５，９８５円です。主な

ものは、一番上の県税７億７，８８５万３，１

６７円で、個人県民税の滞納などによるもので

す。なお県税については、税収総額は１，４６

３億円となり、前年度比１８億円の増収で、３

年連続で過去最高を更新しました。 

 次に資料５ページ、令和５年度一般会計歳出

決算額調を御覧ください。 

 この表は、歳出における議会費から予備費ま

での１４の款ごとの内訳を表したものです。左

から３列目の支出済額（Ｂ）が決算額で、一番

下の合計は７，２３７億１，３７５万４，６５

８円です。 

 次に支出済額のうち、前年度と比較して増減

額の大きなものを説明します。右から２列目の

対前年度比較を御覧ください。２段書きの下の

欄となります。まず増額の大きなものは、下か

ら３行目の諸支出金が１１１億３，１６１万６，

６１３円の増です。また、上から２番目の総務

費が６１億６，２５４万１，７０５円の増とな

っています。諸支出金については、地方消費税

の増収に伴う清算金の増などによるものです。

また総務費については、ホーバークラフト発着

場のターミナル建設経費の増などによるもので

す。 

 一方、減額の大きなものは上から５行目の保

健環境費が２５４億２，５４１万４，０８６円

の減です。また、その三つ下の商工費が１２６

億８，４５０万３，３１１円の減となっていま

す。保健環境費については、新型コロナウイル

ス感染症対策関連経費の減などによるものです。

また商工費については、新しいおおいた旅割の

終了などによるものです。 

 次に表中央の翌年度繰越額（Ｃ）ですが、繰

越明許費の一番下の合計は８０９億７，９５５

万５千円で、その右の事故繰越しの合計は４８

億１５４万７千円となっています。主なものは

土木費、農林水産業費、災害復旧費などで、国

の補正予算の受入れなどによるものです。 

 また翌年度繰越額（Ｃ）の右隣ですが、不用

額（Ａ）－（Ｂ）－（Ｃ）の一番下の合計は２

７５億５，４１４万４，５４２円です。主なも

のは上から８行目の商工費、その三つ上の保健

環境費などで、事業費の所要額が見込みを下回

ったことなどによるものです。 

 続いて、特別会計の決算について説明します。

資料６ページ、令和５年度特別会計歳入決算額

調を御覧ください。 

 この表は１１ある特別会計ごとの歳入決算額

を表したものです。左から３列目の調定額（Ｂ）

は収入することを決定した額で、一番下の合計

は２，５９０億６，９０７万９，０３２円です。 

 この調定額に対して、その右の収入済額（Ｃ）

が決算額で、その合計は２，５８０億５，６３

４万８，６２７円となっており、調定額に対す

る収入済額の割合である収入率（Ｃ）／（Ｂ）

は、右から３列目の一番下で９９．６１％とな

っています。 

 次に右から５列目、表中央の不納欠損額（Ｄ）
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は、港湾施設整備事業特別会計の１０万３，８

８０円で、時効の完成によるものです。 

 その右隣、収入未済額（Ｂ）－（Ｃ）－（Ｄ）

の一番下の合計は１０億１，２６２万６，５２

５円です。主なものは、中小企業設備導入資金

特別会計の８億９，９０５万１，５０４円で、

貸付金元利金の償還未済です。 

 次に７ページ、令和５年度特別会計歳出決算

額調を御覧ください。 

 この表は１１ある特別会計ごとの歳出決算額

を表したものです。左から３列目の支出済額（

Ｂ）が決算額で、一番下の合計は２，５２０億

１７４万５，０９１円となっています。 

 次に表中央の翌年度繰越額（Ｃ）ですが、繰

越明許費のみです。下から３行目、港湾施設整

備事業特別会計の１８億６，６１７万７千円は、

関係者等との協議や調整に日数を要したもので

す。 

 また右から４列目の不用額（Ａ）－（Ｂ）－

（Ｃ）は、一番下の合計で４２億４，３５４万

３，９０９円となっています。主なものは、国

民健康保険事業特別会計の２８億９，２４５万

４，８４０円で、保険給付費交付金が見込みを

下回ったことによるものです。以上が特別会計

です。 

 続いて資料８ページ、令和５年度一般会計歳

入財源別分類表を御覧ください。 

 この表は、歳入決算額を自主財源と依存財源

に分類したものです。５年度決算額（Ａ）のう

ち、自主財源は表の中ほどの小計欄にあるよう

に３，４５６億５，４８３万７千円、その右の

構成比は４５．７０％で、二つ右隣の４年度の

４２．７２％から増加しています。依存財源は

表の下の小計欄にあるように４，１０６億１，

７７４万５千円、その右の構成比は５４．３０

％で、二つ右隣の４年度の５７．２８％から低

下しています。 

 次に資料９ページ、令和５年度一般会計歳出

性質別分類表を御覧ください。 

 この表は、歳出決算額の性質を義務的経費、

投資的経費、その他の三つに区分したものです。

５年度決算額（Ａ）ですが、１義務的経費は２，

３５７億６，２２２万８千円で、４年度の決算

と比較すると、右から２列目の増減額（Ａ）－

（Ｂ）は５９億１，９６７万３千円、その右、

率にして２．４５％の減となっています。これ

は人件費などの減によるものです。 

 次に中ほどの２投資的経費は１，６１２億２，

１５４万２千円で、前年度より５５億３，１６

１万５千円、率にして３．５５％の増となって

います。これは普通建設事業費の増によるもの

です。 

 次に３その他は３，２６７億２，９９８万５

千円で、前年度より１９１億６９３万円、率に

して５．５２％の減となっています。これは物

件費や補助費などの減によるものです。 

 以上で、令和５年度一般会計及び特別会計の

決算概要の説明を終わります。詳細については、

今後、部局別審査の中で各担当部局から説明し

ます。 

小川副委員長 次に、決算審査の結果について

監査委員の説明を求めます。 

長谷尾代表監査委員 令和５年度の大分県歳入

歳出決算等に係る審査意見について説明します。

資料番号１５番の３ページをお開き願います。 

 この意見書は、地方自治法第２３３条第２項

など関係法令の規定に基づき、本年７月２９日

に知事から監査委員の審査に付された、令和５

年度大分県歳入歳出決算、基金運用状況、健全

化判断比率及び書類並びに資金不足比率及び書

類について審査を行い、その結果を８月１９日

に知事に提出したものです。 

 １１ページをお開き願います。 

 最初に、大分県歳入歳出決算審査意見書につ

いて説明します。第１章審査の概要、第１審査

の基準ですが、審査は大分県監査委員監査基準

に準拠して実施しました。次に第２審査の対象

ですが、大分県一般会計及び大分県公債管理特

別会計など１１の特別会計です。 

 次に第３審査の方法等ですが、決算の計数は

正確であるか、予算は議決の趣旨に沿って適正

かつ効率的に執行されているかなど、記載の４

点を主眼とし、関係証書類との照合等を行うと

ともに、定期監査や例月出納検査等の結果を踏
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まえて慎重に審査を実施しました。 

 第２章の第１審査の結果ですが、審査した限

りにおいて、一般会計及び特別会計の歳入歳出

決算額は、関係証書類等と合致し正確であると

認められました。予算の執行等については、一

部に留意又は改善を要するものが見受けられた

ものの、議決の趣旨及び関係法規等に従いおお

むね適正に処理されていると認められました。 

 １２ページをお開き願います。 

 第２決算の状況ですが、さきほど会計管理者

から説明があったので省略します。 

 １４ページをお開きください。 

 第３章審査意見ですが、一般会計、特別会計

ともに実質収支は黒字となりました。財政の健

全性を示す各指標のうち、財政構造の弾力性を

示す経常収支比率は、地方交付税が増加したも

のの、歳入の臨時財政対策債が減少した一方、

歳出の定年延長に伴う退職手当が減少したため、

前年度から変動はなく９２．１％となりました。 

 また、一般会計等が将来負担すべき負債等の

割合を示す将来負担比率は、防災・減災・国土

強靱化緊急対策事業債の残高が増加したことな

どにより、前年度から０．８ポイント上昇して

います。財政調整用基金の残高は、県税収入の

増等により、行財政改革推進計画の目標３３０

億円を確保しました。 

 県債残高も強靱な県土づくりを進める中、臨

時財政対策債が減少したことなどにより、実質

的な県債残高は９億９千万円余り減少しており、

目標額の６，５００億円を大幅に下回っていま

す。今後とも物価高騰への対応に加え、人口減

少対策や地方創生の推進、災害に強い県土づく

りなど、行政需要の増大が予想されます。つい

ては次の五つの事項に十分留意し、限られた財

源の中で、効率的かつ効果的な行財政運営が行

われるよう期待するところです。 

 まず第１点目は、行財政改革の推進について

です。急速に進行する高齢化等に伴う社会保障

関係経費の増加、防災・減災・国土強靭化の推

進や金利上昇による公債費の増嵩など、義務的

経費の増大が見込まれます。加えて今後、県有

建築物や公共インフラ施設の大規模改修や更新

のために多額の費用が必要となります。このた

め、インフラの老朽化等に対応した財源の確保

や事業の選択と集中、スクラップ・アンド・ビ

ルドを徹底するなど、今後とも弛むことなく行

財政改革に取り組むよう要請しました。 

 第２点目は、ＤＸの推進についてです。本県

では大分県ＤＸ推進戦略のもと、これまで行政

手続の電子化や窓口のキャッシュレス化の推進

など行政基盤の構築を進めており、ＡＩや衛星

データを活用した災害情報の収集と分析による

初動体制の強化など、多方面での導入に取り組

んでいます。今後とも県民の声をしっかり取り

入れたＤＸの推進により、行政の高度化と業務

の効率化につなげるよう要請しました。 

 第３点目は、収入未済額の縮減等についてで

す。一般会計及び特別会計の収入未済額は、合

計２４億４７４万円余りで、前年度に比べ５億

２，９６４万円余り減少しています。このうち

一般会計については、県税が徴収強化に努めて

きたこと等により、前年度に比べ８８３万円余

り減少しています。 

 一方、特別会計も前年度に比べ５億２，０８

０万円余り減少していますが、昨年度の用品調

達特別会計における減額調定処理の遺漏５億１，

９３４万４，３６４円を除く実質的な収入未済

額は１４５万円余りの減少となっています。引

き続き公平な負担と自主財源確保の観点から、

安易に不納欠損処理を行うことなく、回収が困

難な未収金の外部委託や包括外部監査で提言さ

れた専門部署での一元管理についても検討する

など、収入未済額の縮減と新たな発生防止に努

めるよう要請しました。 

 第４点目は、財務事務の執行についてです。

定期監査等において、一部に留意又は改善を要

するものが見受けられたものの、おおむね適切

な処理が行われていました。是正改善の必要性

が認められた事例の主な要因として、財務事務

に関する基礎的な会計知識等の不足に加え、財

産管理については安全管理に関する意識の欠如

や公の財産としての認識不足が考えられます。

このため、所属長や班総括等によるチェック体

制を確立することなどにより、財務事務や財産
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管理の様々なリスクの芽を早期に摘み取るとと

もに、経済性、効率性等の観点から事業執行に

努めるよう要請しました。 

 第５点目は、内部統制の徹底についてです。

内部統制の運用が不十分であったことが原因と

考えられる重大な不適切事案が３件発生してい

ます。これは、委託事業に関しては不正又は不

適切行為を防止する仕組みが不十分であったこ

と、補助事業では不正防止策や事業の進行管理、

チェックが不十分であったことなどが要因と考

えられます。このため、委託事業については人

任せにしないこと、補助事業については所属長

による的確な進捗管理や事業終了後も着実にフ

ォローアップすることが肝要であるという認識

に立ち、内部統制の徹底に努めるよう要請しま

した。 

 歳入歳出決算に係る審査意見は以上のとおり

です。なお１７ページから９９ページにかけて

は、第４章決算の概要として個別の決算状況を

記載していますが、説明を省略します。 

 少し飛んで１０３ページをお開き願います。 

 基金運用状況についての審査意見です。第１

章の第１審査の基準ですが、大分県監査委員監

査基準に準拠して行いました。第２審査の対象

は、大分県土地開発基金及び大分県美術品取得

基金の二つの基金です。第３審査の方法等は、

基金運用状況書の計数は正確で、関係証書類と

合致しているかなど、記載の３点に主眼を置い

て審査を行いました。 

 次に第２章審査の結果ですが、両基金とも前

章のとおり審査した限りにおいて、運用の状況

を示す書類の計数が正確であると認められ、運

用が確実かつ効率的に行われていることが認め

られました。 

第３章審査意見ですが、引き続きそれぞれの

設置目的に沿った有効な活用に努めるよう要請

しました。 

 １０７ページをお開き願います。  

 健全化判断比率についての審査意見です。第

１章の第１審査の基準ですが、大分県監査委員

監査基準に準拠して行いました。第２審査の対

象は、健全化判断比率及びその算定の基礎とな

る事項を記載した書類です。第３審査の方法等

ですが、健全化判断比率の算定が法令等の趣旨

に沿って適正に行われているかなど、記載の２

点に主眼を置いて関係書類と調査照合し、関係

部局から説明を求めるなど慎重に審査を行いま

した。 

 次に第２章審査の結果ですが、審査に付され

た書類は、いずれも法令に適合し、かつ正確で

あることが認められました。 

 次に第３章審査意見ですが、実質赤字比率及

び連結実質赤字比率は、いずれも赤字が生じて

いないことから算定されず、また実質公債費比

率及び将来負担比率は、早期健全化の基準未満

であったことから、特に是正改善を要する事項

は認められませんでした。 

 最後に１１１ページをお開きください。 

 資金不足比率についての審査意見です。第１

章の第１審査の基準ですが、大分県監査委員監

査基準に準拠して行いました。第２審査の対象

は、資金不足比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類です。第３審査の方法等は、

資金不足比率の算定が法令等の趣旨に沿って適

正に行われているかなど、記載の２点を主眼と

して慎重に審査を行いました。 

 次に第２章審査の結果ですが、大分県病院事

業会計など六つの会計について、審査に付され

た書類は、いずれも法令に適合し、かつ正確で

あることが認められました。 

 次に第３章審査意見です。いずれの会計も資

金不足比率は算定されなかったことから、特に

是正改善を要する事項は認められませんでした。 

小川副委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

執行部の皆さんに申し上げます。答弁は挙手

し私から指名を受けた後、自席で起立の上マイ

クを使用し簡潔かつ明瞭に答弁願います。 

 今回、事前通告はありませんが、事前通告さ

れていない委員で質疑はありませんか。 

堤委員 決算の全体的な数字等を今聞いたんで

すが、第１回定例会のときに５年間の収支の状

況表、見込表を出すよね。それと令和５年度の

決算がほぼ確定するんだけど、その対比がどう
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いう状況なのか、その部局が持つのか総務部が

持つのか分からないんだけど、そこら辺の対比

がどういう形になっているのか、分かれば教え

てください。 
馬場会計管理者 御質疑の件ですけれども、会

計管理局の部分では全体の概要しか確認できて

いないので、担当部局で説明することになるか

と思います。よろしくお願いします。（発言す

る者あり）担当部局の方でお願いします。 
堤委員 担当部局というのは、総務部で全体を

するのか、それともそれぞれの部で全部聞くと

いうことですか。総務部で聞けばいいというこ

と、それでいのかな。 
馬場会計管理者 そのようにお願いします。 
小川副委員長 ほかに委員で質疑はありません

か。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川副委員長 それでは、全体を通して委員か

ら、ほかに何か質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川副委員長 ほかにないので、これをもって

決算の概要及び決算審査等の結果の審査を終わ

ります。 

 なお、監査委員はこれで退席となります。お

疲れ様でした。 

 

  〔監査委員、監査委員事務局退室〕 

 

小川副委員長 これより会計管理局関係の審査

に入りますが、説明は要点を簡潔かつ明瞭にお

願いします。 

 それでは、会計管理局長の説明を求めます。 

馬場会計管理局長 それでは、会計管理局分に

ついて説明します。 

 まず初めに、令和５年度決算特別委員会審査

報告書に対する措置状況についてです。タブレ

ットの資料１３番、令和５年度決算特別委員会

審査報告書に対する措置状況報告書の１２ペー

ジをお開き願います。 

 収入未済の解消についてです。用品調達特別

会計は、県の機関で使用する文具などの消耗品

や備品、印刷物の調達事務を一元化し効率的に

行うために設けているものです。令和４年度決

算における用品調達特別会計の収入未済につい

ては、決算時期の減額調定事務の失念が原因で

した。形式上、計上されたもので実際には収入

すべき金額で未収金となったものはありません

が、再発防止策として次の措置を講じました。 

 物品調達の担当課において、本事務の処理に

ついて引継書やマニュアル等に記載し、決算時

期には収入未済がないか確認することとし、随

時業務の進捗管理を行うとともに、決算時期に

は会議での再確認や職員間での声かけを実施す

る等、事務処理に遺漏がないよう留意しました。 

 また、出納決算期間中に配信される歳入・歳

出集計表により、収入未済の有無を確認し所属

内で供覧することとしました。あわせて、会計

課では各所属に仮決算調書を送付する際、未収

金が発生している所属に対して、金額に間違い

がないか十分確認するよう通知することとしま

した。 

 今後も事務の適正かつ正確な執行に努めてい

きます。なお、この用品調達特別会計について

は、令和５年度をもって廃止したことを改めて

報告します。 

 続いて、令和５年度に実施された行政監査及

び包括外部監査の結果について説明します。ま

ず、行政監査結果についてです。タブレットの

資料１６番、令和５年度行政監査・包括外部監

査の結果の概要３ページをお開きください。 

 １にあるとおり、行政監査は財務に関する監

査とは別に毎年度、監査委員が県の事務執行に

ついて特定のテーマを選定し、適正性や効率性

等の視点を主眼として実施するものです。 

 ２にあるように、令和５年度は提案競技の実

施状況を監査テーマとし、３に記載の着眼点か

ら監査を実施していただきました。５の監査の

結果については改善事項として９項目、検討事

項として４項目の指摘を受けました。 

 最後に６のまとめですが、各所属の改善事項

として、提案競技採用の意義や手続の理解を一

層深め、適正な契約事務に努めること。また審

査・指導室の検討事項として、提案競技の手引

の記載内容の充実、研修を通じた制度の周知や
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適切な運用を期待するとの意見等をいただきま

した。 

 これらの行政監査の結果等のうち、会計管理

局に関する項目について説明します。 

 資料４ページから８ページまで改善・検討事

項が列挙されていますが、会計管理局に対して

改善事項１項目、検討事項４項目の指摘があり

ました。改善事項としては５ページを御覧くだ

さい。 

 項目欄の上から３番目、改善事項３の事業者

の募集や選定手続についてです。監査結果等の

欄にあるように、提案競技の応募者が参加資格

を満たしているかについて、提案競技の実施前

に参加資格確認の決裁手続を行うことにより、

組織として確認した経緯を明確にしておくこと

との指摘をいただきました。そのため、資格審

査結果の一覧表を作成し、提案競技実施前に所

属長の決裁を取ることとしました。 

 また、その上の検討事項１と検討事項２及び

次の６ページの上から３番目、検討事項３につ

いては、いずれも会計管理局で作成している提

案競技の手引の記載内容の充実についての指摘

です。それぞれの指摘を踏まえて、プロポーザ

ル方式とコンペ方式の違い、募集期間の設定、

最低基準設定の必要性等について、手引の記載

内容を見直し、８月末に全庁への周知を行って

います。 

 次の７ページを御覧ください。 

 上から２番目の検討事項４については、会計

管理局審査・指導室を含む６所属が実施した提

案競技において、外部の有識者等を審査委員に

加えることを検討するよう指摘がありました。

この点についても特に専門的な視点に基づく審

査を要する場合、高度な知識や技術・経験を有

する外部の有識者・学識経験者を委員に加える

よう、手引の記載内容を改めています。 

 以上で行政監査についての説明を終わります。 

 なお包括外部監査については、当局では監査

対象の事業はありませんでした。 

 続いて、会計管理局の令和５年度決算につい

て説明します。タブレットの資料１０番、一般

会計及び特別会計決算事業別説明書により説明

します。３０７ページを御覧ください。 

 一般会計の歳出決算額は、上段の表の左から

４列目、支出済額の一番下の行にある歳出合計

ですが１３億６，３２７万９，７３０円です。

その下の表、用品調達特別会計の歳出決算額は

同じく表の左から４列目、支出済額の一番下の

行、歳出合計ですが２２億３，６５２万２，０

４４円となっています。 

 ３０９ページを御覧ください。 

 まず、会計課について説明します。第２款総

務費第１項総務管理費第１目一般管理費は、決

算額２億４，６２１万６７９円で、会計課及び

審査・指導室の職員３５人分の給与費です。下

の表、第６目会計管理費は決算額３億３，３５

５万２，７６１円で、会計事務の指導や財務会

計システムの開発等に要した経費です。 

 次の３１０ページを御覧ください。 

 用度管財課分について説明します。第２款総

務費第１項総務管理費第１目一般管理費は、決

算額２億１，６９４万３，３７１円で、職員３

２人分の給与費です。下の表、第６目会計管理

費は決算額２億４，８１７万４２７円で、本庁

集中管理車の管理などに要した経費です。 

 次の３１１ページを御覧ください。 

 第７目財産管理費は決算額２億８，０５０万

３，７１０円で、県庁舎本館及び新館の維持管

理などに要した経費です。下の表、第８目県庁

舎別館及振興局費は決算額３，７８９万８，７

８２円で、県庁舎別館等の維持管理に要した経

費です。 

 次の３１２ページを御覧ください。 

 用品調達特別会計について説明します。第１

款用品調達費第１項用品調達費第１目用品総務

費の決算額８３万６，４１６円は、前年度の決

算剰余金を一般会計へ繰り出したものです。そ

の下、第２目用品費の決算額２２億３，５６８

万５，６２８円は、各所属からの要求に基づく

用品の購入に要した経費です。 

 続いてタブレットの資料９番、決算附属調書

を御覧ください。歳入決算の予算額に対する増

減額及び不用額の主なものについて説明します。

資料の２４ページをお開きください。 
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 最初に、歳入決算の予算額に対する増減額に

ついてです。科目欄の中ほど雑入のうち、増収

となったものの一番上、用度管財課所属分２１

８万１，９５１円は、庁舎管理費収入が見込み

を上回ったことによるものです。 

 ２９ページを御覧ください。 

 不用額について説明します。科目欄の総務費、

総務管理費の６番目にある財産管理費３，１２

５万１，５９９円は、県庁舎管理事業の光熱水

費が見込みを下回ったこと等によるものです。 

 ページが飛んで８４ページを御覧ください。 

 特別会計の不用額について説明します。一番

下にある用品調達特別会計の用品費３億６，３

０５万３，３７２円は、各所属からの用品要求

が見込みを下回ったことによるものです。 

 以上で会計管理局関係の説明を終わります。 

小川副委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。今回、事前通告は

ありませんが、事前通告されていない委員で質

疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川副委員長 それでは、全体を通して委員か

ら、ほかに何か質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川副委員長 別にないので、これで質疑を終

了します。 

 これをもって会計管理局関係の審査を終わり

ます。執行部の皆さんはお疲れ様でした。 

 これより内部協議を行うので、委員の方はお

残りください。 

 

  〔会計管理局退室〕 

 

小川副委員長 これより内部協議に入ります。 

 さきほどの会計管理局の審査における質疑等

を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめたいと

思いますが、特に指摘事項や来年度予算へ反映

させるべき意見や要望事項等があればお願いし

ます。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川副委員長 特にないので、審査報告書案の

取りまとめについては、本日の審査における質

疑を踏まえ、委員長に御一任いただきたいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

小川副委員長 それでは、そのようにします。 

 以上で会計管理局関係の審査報告書の検討を

終わります。 

 ここで、執行部が入室するので、しばらくお

待ちください。 

 
  〔監査委員事務局入室〕 
 
小川副委員長 これより監査委員事務局関係の

審査に入りますが、説明は要点を簡潔かつ明瞭

にお願いします。 

 それでは、監査委員事務局長の説明を求めま

す。 

河野監査委員事務局長 監査委員事務局関係の

決算について説明します。 

 昨年度は知事部局や教育庁、警察本部など２

７０機関に対する定期監査をはじめ、提案競技

の実施状況についてをテーマとした行政監査や

県が出資等を行っている団体への監査等を実施

しました。 

 それでは資料番号１０番、令和５年度一般会

計及び特別会計決算事業別説明書の３３３ペー

ジをお開きください。 

 監査委員事務局関係は、第２款総務費第９項

監査委員費のみであり、予算現額１億９，４８

２万４千円に対して、支出済額は１億９，３９

１万６７２円で、不用額は９１万３，３２８円

です。 

 その内訳については、次の３３５ページをお

開きください。 

 まず第１目委員費は、予算額１，８９７万８

千円に対して、決算額は１，８８５万９，８５

１円です。この内訳は、常勤監査委員１人分の

給与費及び非常勤監査委員３人分の委員報酬の

計１，８２５万９９円と旅費など監査に要した

経費６０万９，７５２円です。 

 その下の第２目事務局費は、予算額１億７，

５８４万６千円に対して、決算額は１億７，５

０５万８２１円です。この内訳は、事務局職員
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２１人分の給与費１億６，６８２万４，０８８

円、事務局運営費として事務局職員の旅費や需

用費など監査補助に要した経費、会計年度任用

職員経費の計８２２万６，７３３円です。 

小川副委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 今回、事前通告はありませんが、事前通告さ

れていない委員で質疑はありませんか。 

末宗委員 監査委員事務局に言いたいんだけど、

いつも監査委員の報告書が何月分、何月分とた

くさん出ているよね。あんな分厚いのは勉強不

足だとなかなか読まなくて、要約したのでいい

んだけど。その要約をしたのを簡単に作るのは

事務的にはどのくらいの手間がかかるんかね。

簡単にできるなら、そういうのが欲しいけど。 
河野監査第一課長 今の御質疑、御要望につい

てお答えします。毎月、事業会計等について例

月の検査をしており、あわせて決算時期には決

算審査をしています。その報告書をまとめてい

るのですけど、そういう声があるということで、

今後そういった対応ができるのか、検討したい

と考えています。（「よろしく」と言う者あり）  
小川副委員長 ほかに委員で質疑はありません

か。 

  〔「なし」と言う者あり〕 
小川副委員長 それでは、全体を通して委員か

ら、ほかに何か質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川副委員長 ほかにないので、これで質疑を

終了します。 

 以上で監査委員事務局関係の審査を終わりま

す。執行部の皆さんはお疲れ様でした。 

 これより内部協議に入るので、委員はお残り

ください。 

 

  〔監査委員事務局退室〕 

 

小川副委員長 これより内部協議に入ります。 

 さきほどの監査委員事務局の審査における質

疑等を踏まえ、決算審査報告書を取りまとめた

いと思いますが、特に指摘事項や来年度予算へ

反映させるべき意見、要望事項等があればお願

いします。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川副委員長 特にないので、審査報告書案の

取りまとめについては、本日の審査における質

疑を踏まえ、委員長に御一任いただきたいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

  〔「異議なし」と言う者あり〕 

小川副委員長 それでは、そのようにします。 

 以上で監査委員事務局関係の審査報告書の検

討を終わります。 

 これをもって本日の審査日程は終わりました

が、この際ほかに何かありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

小川副委員長 それでは、次回の委員会は明日

３日、木曜日の午前１０時から開きます。 

 以上をもって、本日の委員会を終わります。 

 お疲れ様でした。 
 
 


